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究
ノ
ー
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高
裁
判
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井
　
幸
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１　

問
題
の
所
在
―
最
高
裁
判
事
任
命
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

民
主
党
政
権
に
な
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
、
最
高
裁
判
事
は
最
高
裁
長
官
を
含
め
三
分
の
二
あ
ま
り
が
交
替
し
た
（
二
〇
一
二
年
だ
け
で

三
名
）。
最
高
裁
は
司
法
権
の
頂
点
に
位
置
す
る
と
と
も
に
、「
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い

か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
」（
日
本
国
憲
法
八
一
条
）。
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
国
会
の
立
法
を
違
憲
無
効
と

判
断
で
き
る
巨
大
な
権
限
を
持
つ
公
権
力
機
関
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
裁
判
官
が
い
か
な
る
理
由
で
ど
の
よ
う
に
任
じ
ら
れ

る
か
に
、
国
民
の
関
心
は
低
い
。

最
高
裁
判
事
は
内
閣
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
る
（
七
九
条
。
最
高
裁
長
官
は
内
閣
が
指
名
し
天
皇
が
任
命
す
る
（
六
条
二
項
））。
任
命

の
プ
ロ
セ
ス
は
不
透
明
で
、
国
民
は
も
ち
ろ
ん
、
国
会
も
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
。
最
高
裁
判
事
の
選
任
は
民
主
主
義
的
で
は
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な
い
。
国
民
審
査
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
者
も
あ
ろ
う
。
最
高
裁
判
事
は
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
選
挙
時
に
国

民
審
査
を
行
い
、
以
後
一
〇
年
ご
と
に
こ
れ
に
か
け
ら
れ
る
（
七
九
条
二
項
）。
こ
れ
は
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
以
下
審

査
法
）
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
、
そ
こ
で
多
数
が
罷
免
を
可
と
す
れ
ば
罷
免
さ
れ
る
（
同
条
三
項
）。
国
民
審
査
は
解
職
の
制
度
と
さ

れ
て
い
る
（
１
）
。
国
民
は
投
票
時
、
審
査
公
報
（
審
査
法
五
三
条
、
審
査
法
施
行
令
第
七
章
）
に
よ
っ
て
、
審
査
に
か
か
っ
て
い
る
判
事
の

人
と
な
り
や
過
去
の
判
例
等
の
実
績
を
初
め
て
知
り
、
適
格
性
を
判
断
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
制
憲
者
は
内
閣
の
専
権
に
対
す
る
歯
止
め

と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
、
民
主
主
義
的
な
視
点
は
配
慮
し
た
と
言
え
よ
う
（
２
）
。

憲
法
上
、
判
事
の
任
命
は
内
閣
の
専
権
で
、
国
会
そ
の
他
の
関
与
は
一
切
要
求
し
て
い
な
い
。
明
治
憲
法
は
判
事
の
任
命
に
つ
い
て

は
規
定
せ
ず
、
裁
判
所
の
構
成
や
資
格
は
法
律
に
委
ね
て
い
た
（
五
七
条
二
項
、
五
八
条
一
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
裁
判
所
構
成
法

（
明
治
二
三
年
法
律
第
六
号
）
が
制
定
さ
れ
、「
判
事
は
勅
任
又
は
奏
任
と
し
其
の
任
官
を
終
身
と
す
」（
六
七
条
）
と
さ
れ
て
い
た
（
３
）
。

司
法
権
は
天
皇
の
名
で
行
う
こ
と
（
明
治
憲
法
五
七
条
一
項
）
か
ら
、
天
皇
が
任
命
す
る
の
は
憲
法
の
趣
旨
に
適
っ
て
い
た
。

日
本
国
憲
法
は
執
行
権
（
内
閣
）
に
よ
る
任
命
制
度
を
と
る
一
方
で
、
国
民
審
査
制
を
創
設
し
た
（
４
）
。
最
高
裁
判
事
は
憲
法
上
の
機
関

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
資
格
設
定
は
法
律
に
委
ね
て
い
る
。
裁
判
所
法
四
一
条
は
、
任
命
資
格
と
し
て
「
識
見
の
高
い
、
法
律
の
素

養
の
あ
る
年
齢
四
〇
歳
以
上
の
者
」
で
、
①
高
裁
長
官
②
判
事
③
簡
易
裁
判
所
判
事
④
検
察
官
⑤
弁
護
士
⑥
法
律
の
定
め
る
大
学
の
法

律
学
の
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
低
一
〇
人
は
高
裁
長
官
も
し
く
は
判
事
に
一
〇
年
以
上
在
っ
た

者
、
③
か
ら
⑥
に
は
二
〇
年
以
上
在
っ
た
者
、
と
す
る
。
こ
れ
以
外
に
資
格
要
件
は
な
い
。
空
席
を
補
充
す
る
の
に
、
一
般
的
に
は
前

任
者
の
出
身
職
域
か
ら
選
ば
れ
る
か
ら
、
職
の
構
成
と
し
て
は
固
定
化
す
る
傾
向
と
な
る
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
は
、
最
高
裁
判
事
の
出
身
分
野
別
の
固
定
化
な
ど
、
選
任
で
の
問
題
点
と
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
、
国
民
の

信
頼
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
そ
の
選
任
プ
ロ
セ
ス
の
「
透
明
性
・
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
検
討
す
べ
き
」
と
す
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る
（
５
）。

昭
和
二
二
年
の
裁
判
所
法
で
設
置
さ
れ
て
い
た
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
制
度
も
参
考
に
な
る
と
し
た
が
、
具
体
的
な
改
革
や

提
言
は
し
て
い
な
い
。
社
会
的
に
も
透
明
化
は
叫
ば
れ
、
内
閣
が
「
な
ぜ
そ
の
人
物
を
任
命
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
開
か
れ
た
場
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
過
程
を
用
意
す
べ
き
」
だ
と
い
う
（
６
）

。
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
疑
念
を

呈
し
て
い
る
元
最
高
裁
判
事
の
滝
井
繁
男
は
、
弁
護
士
会
か
ら
推
薦
し
た
者
を
弁
護
士
出
身
の
判
事
の
後
任
に
す
る
の
は
良
い
と
し
て

も
、
そ
の
弁
護
士
会
で
の
推
薦
プ
ロ
セ
ス
を
国
民
の
前
に
開
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
（
７
）
。
滝
井
は
、
最
高
裁
の
と
り
わ
け
憲
法

判
断
に
は
、
裁
判
官
出
身
六
人
、
検
察
官
・
行
政
官
出
身
四
人
で
、
民
間
出
身
は
学
者
一
人
弁
護
士
四
人
の
現
状
で
は
、
同
質
的
な
思

考
が
求
め
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
適
切
で
な
い
と
い
う
（
８
）
。

も
っ
と
も
、
実
質
的
に
は
司
法
権
（
最
高
裁
）
が
判
事
の
人
事
を
行
っ
て
い
る
。
弁
護
士
出
身
は
弁
護
士
会
で
推
薦
さ
れ
る
な
ど
、

メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
は
浸
透
し
て
お
り
（
９
）
、
内
閣
は
最
高
裁
事
務
局
が
作
成
し
た
候
補
者
を
任
じ
る
形
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

プ
ロ
セ
ス
は
、
慣
例
と
は
い
え
、
国
民
に
は
分
か
り
づ
ら
い
。
憲
法
や
法
で
は
内
閣
の
権
能
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
で
、
な
ぜ
当
該
人
物
を
最
高
裁
判
事
に
し
た
の
か
、
国
民
に
知
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
最
高
裁
判
事
の
人
と
な
り

な
ど
、
彼
（
女
）
ら
を
評
価
す
る
情
報
の
基
本
を
欠
い
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

現
状
は
こ
う
し
た
観
点
に
は
配
慮
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
会
の
法
務
委
員
会
を
は
じ
め
そ
の
他
の
委
員
会
で
も
、

政
府
の
任
命
の
正
当
性
に
関
す
る
説
明
を
求
め
る
質
疑
応
答
も
み
ら
れ
な
い
。
国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
が
政
府
の
説
明
を
求
め
れ

ば
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
な
が
る
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
を
い
じ
っ
て
も
即
、
違
憲
と
な
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
内
閣
の
指
名
権

（
最
高
裁
長
官
）
や
任
命
権
を
は
く
奪
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
）
（1
（

、
国
民
審
査
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
も
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
を
向
上
さ
せ
る
制
度
構
築
は
、
立
法
や
運
用
で
可
能
で
あ
る
。
筆
者
は
、
立
憲
主
義
上
憲
法
保
障
の
重
要
な
砦
で
、
違
憲
審
査
権

と
い
う
強
大
な
権
力
を
有
し
て
い
る
最
高
裁
の
構
成
員
た
る
判
事
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
、
そ
の
選
任
に
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
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リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
会
を
選
任
プ
ロ
セ
ス
に
参
与
さ
せ
る
制
度
思
考
を
も
つ
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
改
革
を
し
て
い
る
の
が
カ
ナ
ダ
で
あ
る
。
日
本
の
最
高
裁
と
同
じ
よ
う
に
憲
法
上
位
置
づ
け
ら
れ
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁

（S
uprem

e�C
ourt�of�C

an
ada(S

C
C
)

）
の
判
事
の
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
お
り
）
（（
（

、
立
憲
君
主
制
の
伝
統
も

あ
っ
て
執
行
権
主
導
で
、
国
民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
は
選
任
も
含
め
て
執
行
権
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

（un
fettered

）
で
）
（1
（

、「
執
行
権
の
み
へ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
心
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
）
（1
（

。
国
民
が
無
関

心
な
の
も
似
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
一
九
八
二
年
に
司
法
権
に
よ
る
人
権
保
障
（
違
憲
審
査
制
）
を
基
調
と
し
た
「
人
権
と
自
由

に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
（C

an
adian

�C
h
arter�of�H

um
an
�R
ig
h
ts�an

d�F
reedom

s

）（
一
九
八
二
年
憲
法
）
を
制
定
し
た
後
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ

に
よ
る
違
憲
審
査
が
活
性
化
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
へ
の
国
民
の
関
心
は
変
容
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、

そ
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
が
議
論
さ
れ
、
現
在
、
議
会
（
委
員
会
）
が
任
官
判
事
の
聴
聞
を
公
開
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
筆

者
は
す
で
に
こ
う
し
た
動
向
を
検
討
し
て
い
る
が
）
（1
（

、
本
稿
で
は
、
こ
れ
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
い
か
な
る
課
題
が
提
起
さ
れ

て
い
る
か
を
さ
ら
に
検
討
し
、
考
察
を
深
め
る
。
カ
ナ
ダ
あ
る
い
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
と
わ
が
国
は
憲
法
状
況
が
異
な
る
の
を
割
引
い
て
も
、
最

高
裁
判
事
任
命
の
透
明
性
を
志
向
し
た
カ
ナ
ダ
の
展
開
は
興
味
深
く
、
日
本
に
も
示
唆
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
筆
者
は
、
最
高
裁
判
事

の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
議
会
で
の
公
開
の
聴
聞
は
有
益
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
ま
ず
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
制
度
を
概
観
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
執
行
権
専
権
と
透
明
性
欠
如
の
共
通
点
を
知
る
と

と
も
に
、
カ
ナ
ダ
独
自
の
任
命
基
準
を
整
理
す
る
。
次
に
、
議
会
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
い
か
な
る
背
景
で
企
図
さ
れ
、
実
践
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
最
後
に
カ
ナ
ダ
の
改
革
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
我
が
国
の
最
高
裁
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の

改
革
の
議
論
を
一
瞥
し
、
議
会
関
与
の
必
要
性
の
視
点
を
指
摘
す
る
。
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（
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法
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２　

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
―
法
的
枠
組

（
１
）　

立
法
と
慣
例
に
よ
る
手
続

Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
憲
法
上
の
機
関
で
は
な
い
。
カ
ナ
ダ
憲
法
は
司
法
権
に
つ
い
て
は
上
級
裁
判
所
（superior�courts

）
の
み
規
定
し
、
そ

れ
以
外
は
立
法
で
設
け
ら
れ
る
（
一
八
六
七
年
憲
法
九
六
条
、
一
〇
一
条
）。
議
会
は
制
定
法
に
拠
っ
て
連
邦
上
訴
裁
判
所
（G

en
eral�

C
ourt�of�A

ppeal�for�C
an
ada

）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
一
条
）。
こ
れ
を
う
け
て
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
の
制
定
ま

も
な
い
一
八
七
五
年
に
、
議
会
の
立
法
で
あ
る
最
高
裁
判
所
法
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
）
（1
（

。
そ
れ
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地

に
ふ
さ
わ
し
く
、H

ig
h
�C
ourt

（
高
等
法
院
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
前
身
で
あ
る
。
そ
こ
に
予
審
部
と
控
訴
審
部
が
置
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
女
王
座
部
と
大
法
官
部
の
区
別
（
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
と
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
の
分
離
と
い
う
こ
と
）
が
あ
っ
た
）
（1
（

。
最
終
上

告
審
の
地
位
が
獲
得
さ
れ
た
の
は
一
九
四
九
年
で
、
そ
れ
以
前
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
判
決
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
枢
密
院
司
法
委
員
会
（
Ｊ
Ｃ
Ｐ

Ｃ
）
に
上
告
で
き
た
）
（1
（

。
こ
れ
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
が
あ
く
ま
で
自
治
領
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
を
認
め
た
の
で
あ
っ
て
、
独
立
し
た
主
権

国
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
を
規
定
し
た
憲
法
で
は
な
い
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。
立
憲
的
に
独
立
を
獲
得
し
た
の
は
一
九
八
二
年
憲
法
と
い
え

る
。
憲
法
改
正
権
は
カ
ナ
ダ
が
有
す
る
と
さ
れ
た
か
ら
だ
（repatriation

）。

日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
と
異
な
り
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
カ
ナ
ダ
憲
法
（
主
に
一
八
六
七
年
憲
法
と
一
九
八
二
年
憲
法
）
に
根
拠
規
定
を

も
た
な
い
。
憲
法
は
、
司
法
権
で
は
州
に
置
か
れ
る
上
級
裁
判
所
に
つ
い
て
の
み
規
定
し
（
第
七
章
）、
そ
う
し
た
上
級
裁
判
所
判
事

は
総
督
が
任
命
す
る
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
（
九
七
条
）。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
一
〇
一
条
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
立
法

（
Ｓ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
裁
判
所
で
あ
る
。
最
上
級
裁
判
所
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
君
臨
し
て
い
た
た
め
、



二
六
二

Ｓ
Ｃ
Ｃ
を
憲
法
で
設
け
る
意
義
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
二
年
憲
法
で
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
文
言
は
あ
る
の
で
（
四
一
条
、
四
二
条
）、
Ｓ
Ｃ
Ｃ

は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
設
置
の
根
拠
法
が
Ｓ
Ｃ
Ａ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
）
（1
（

。

Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
首
席
判
事
（C

h
ief�Justice�of�C

an
ada

）
と
八
人
の
陪
席
判
事
（puisn

e

）
の
九
人
で
構
成
さ
れ
る
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
四
条
一
項
）。

当
初
（
一
八
七
五
年
）
は
六
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
七
年
に
一
人
、
一
九
四
九
年
に
二
人
、
追
加
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一

九
四
九
年
は
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
上
告
権
が
否
定
さ
れ
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
名
実
と
も
に
カ
ナ
ダ
で
の
最
終
上
告
審
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判

事
は
総
督
に
よ
っ
て
、
国
璽
の
勅
許
状
（letters�paten
t�un
der�th

e�G
reat�S

eal

）
で
任
命
さ
れ
る
（
二
項
）。
そ
の
資
格
は
、
Ｓ
Ｃ

Ａ
で
は
二
点
の
み
要
求
し
て
い
る
。
第
一
は
、
州
の
法
曹
と
し
て
常
勤
で
一
〇
年
以
上
の
経
験
が
あ
る
か
、
上
級
裁
判
所
の
判
事
で
あ

っ
た
者
あ
る
い
は
現
職
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
条
）。
第
二
は
、
九
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
人
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
上
級

裁
判
所
も
し
く
は
控
訴
裁
判
所
の
判
事
か
ら
、
も
し
く
は
同
州
の
法
曹
か
ら
任
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
六
条
）。
任
命
さ
れ
れ

ば
、
品
行
方
正
で
（g

ood�beh
aviour

）、
総
督
が
議
会
両
院
に
提
議
し
て
罷
免
さ
れ
な
い
限
り
、
七
五
歳
ま
で
身
分
が
保
障
さ
れ
る

（
九
条
）。
こ
れ
ら
に
は
憲
法
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
構
成
に
関
す
る
憲
法
改
正
は
、
連
邦
議
会
両
院
と
州
議
会
す
べ
て
の

決
議
が
な
け
れ
ば
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
（
一
九
八
二
年
憲
法
四
一
条
⒟
号
、
四
二
条
⒟
号
）。

立
法
上
の
要
件
は
こ
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
実
務
や
運
用
で
次
の
条
件
や
資
格
も
ル
ー
ル
化
し
て
い
る
。
地
域
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
以
外
、
慣
習
で
、
残
り
の
六
人
の
う
ち
、
三
人
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
か
ら
、
二
人
を
四
つ
の
西
部
の
州
（
ブ

リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
マ
ニ
ト
バ
、
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
、
ア
ル
バ
ー
タ
）、
一
人
を
大
西
洋
州
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

通
常
は
現
職
の
判
事
（
多
く
は
控
訴
裁
判
所
判
事
）
か
ら
選
出
さ
れ
る
）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
法
的
に
は
専
門
性
と
と
も
に
地
域
バ
ラ
ン
ス

や
連
邦
主
義
が
重
視
さ
れ
て
い
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

総
督
（
執
行
権
）
は
、
欠
員
の
出
た
と
き
、
こ
う
し
た
資
格
や
基
準
に
の
っ
と
っ
て
、
判
事
を
任
命
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
手
続



二
六
三

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

は
立
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
秘
密
で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
あ
る
の
が
特
徴
だ
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
（n

om
in
ation

）
は
、
運

用
や
慣
例
で
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）
11
（

。
空
席
が
生
じ
る
と
、
前
任
者
の
地
域
の
法
曹
界
に
候
補
者
推
薦
の
依
頼
を
行
い
、
こ
れ
を

法
務
大
臣
に
打
診
す
る
。
大
臣
は
法
曹
界
の
人
間
を
は
じ
め
関
係
者
に
相
談
し
、
候
補
者
の
能
力
等
を
精
査
し
、
適
当
な
候
補
者
を
首

相
に
推
薦
す
る
。
首
相
が
そ
の
者
を
正
式
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
命
す
る
。
こ
う
し
た
任
命
手
続
の
ル
ー
ル
は
一
九
七
〇
年
代
に
確
立
し

た
）
1（
（

。
そ
れ
以
前
は
党
派
性
と
後
見
的
行
為
（patron

ag
e

）
が
む
き
出
し
で
、
政
治
家
で
あ
る
判
事
も
珍
し
く
な
か
っ
た
）
11
（

。
一
九
六
七
年
、

P

ト

ル

ー

ド

ierre
T
rudeau

が
法
務
大
臣
に
な
る
と
こ
れ
を
改
め
、
そ
の
後
首
相
に
な
っ
て
も
継
続
さ
せ
た
。
候
補
者
（
一
般
に
対
象
と
な
る
州

の
控
訴
裁
判
所
判
事
）
の
リ
ス
ト
が
そ
の
州
の
法
曹
会
を
中
心
に
作
成
さ
れ
、
連
邦
法
務
大
臣
が
こ
れ
を
通
覧
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官

（C
h
ief�Justice

）
を
含
む
多
様
な
法
律
専
門
家
と
十
分
相
談
す
る
仕
組
み
で
、
選
考
に
は
法
学
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
と
党
派
性
が
な

い
こ
と
に
加
え
て
、
判
事
と
し
て
の
経
験
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
11
（

。

そ
の
際
、
言
語
バ
ラ
ン
ス
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
女
性
の
比
率
が
勘
案
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
）
11
（

、
地
域
バ
ラ
ン
ス
ほ
ど

に
は
規
範
化
し
て
い
な
い
）
11
（

。
背
景
に
多
様
性
の
反
映
（diversity

）
の
要
請
が
あ
り
、
カ
ナ
ダ
的
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で

も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
議
論
さ
れ
る
が
、
法
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
は
昇
華
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
で
も
バ
ラ
ン
ス
と
い
え
ば
、
せ
い
ぜ
い

出
身
職
種
や
そ
の
構
成
（
弁
護
士
、
検
事
、
学
者
、
判
事
、
官
僚
）
く
ら
い
で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
は
秘
密
（con

fiden
tial

）
で
、
国
民

も
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
任
命
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
任
命
さ
れ
た
の
か
、
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
欠
如
し
た
状
態
で
な

さ
れ
る
。
民
主
的
欠
陥
（dem

ocratic�deficit

）
と
指
摘
さ
れ
る
）
11
（

。

こ
う
し
た
要
件
の
充
足
度
も
含
め
て
、
執
行
権
に
は
州
や
議
会
に
事
前
に
諮
る
義
務
は
、
憲
法
上
も
法
律
上
も
一
切
な
い
。
構
造
上

も
制
度
上
も
、
連
邦
の
、
そ
し
て
執
行
権
の
独
壇
場
で
あ
る
。
法
務
大
臣
は
具
体
的
候
補
者
に
つ
い
て
法
曹
界
な
ど
に
相
談
す
る
け
れ

ど
も
、
全
く
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
多
く
の
候
補
者
が
自
分
の
名
が
考
慮
さ
れ
え
な
く
な
る
と
し
て
、
正
当



二
六
四

化
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
州
か
ら
は
こ
れ
を
公
に
す
る
よ
う
に
提
案
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
改
革
に
は
、
州
の
参
加
を

求
め
る
議
論
も
根
強
い
）
11
（

。
そ
れ
は
、
六
〇
年
代
か
ら
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
訴
え
を
引
き
金
と
し
て
、
連
邦
権
限
の
行
使
に
州
が
参
画
す
る
の

を
立
憲
化
す
る
集
中
的
な
憲
法
交
渉
の
過
程
で
あ
る
（B

ラ

ッ

セ

ル

.
R
ussell

の
い
う
「
巨
大
立
憲
政
治
（m

eg
a�con

stitution
al�politics

）」））
11
（

。

（
２
）
憲
法
改
正
議
論
と
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革

ケ
ベ
ッ
ク
州
は
、
一
九
六
七
年
一
一
月
に
「
明
日
会
議
（C
on
feren

ce�of�T
om
orrow

）」
を
オ
ン
タ
リ
オ
州
首
相J

ロ

バ

ー

ツ

oh
n
R
oberts

と

開
催
し
て
憲
法
改
正
を
主
張
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
盛
り
上
が
ら
な
か
っ
た
。
翌
年
ト
ル
ー
ド
が
法
務
大
臣
に
な
る
と
（
後
に
首
相

と
な
り
一
九
八
二
年
憲
法
制
定
の
最
大
の
功
労
者
と
な
る
）、
憲
法
改
正
の
会
議
は
少
な
か
ら
ず
設
け
ら
れ
た
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
と
連

邦
政
府
の
関
係
で
は
英
語
人
の
カ
ナ
ダ
人
が
反
発
し
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
は
連
邦
制
の
見
直
し
を
憲
法
改
正
の
根
底
に
す
え
、
一
九
七
一

年
、
全
州
首
相
がV

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

ictoria

に
会
し
、
改
正
手
続
と
さ
さ
や
か
な
人
権
保
障
条
項
や
最
高
裁
判
事
の
任
命
で
の
州
の
役
割
の
拡
大
を
盛

り
込
ん
だ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
憲
章
（V
ictoria�C

h
arter

）
を
採
択
し
た
け
れ
ど
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
首
相R

ブ

ー

ラ

ッ

サ

obert
B
ourassa

が
妥
協
的
な
連

邦
案
に
賛
成
し
た
こ
と
で
非
難
さ
れ
、
改
正
と
し
て
結
実
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）
11
（

。

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
憲
章
は
一
〇
章
、
六
一
か
条
か
ら
成
り
、
そ
の
第
四
章
（
二
二
條
―
四
二
条
）
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
と
さ
れ
、
最
も
多
く
条
文

が
割
か
れ
て
い
た
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
を
カ
ナ
ダ
最
終
の
上
告
審
と
し
て
の
現
在
の
位
置
づ
け
を
憲
法
典
に
盛
り
込
む
（
二
二
条
）
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
定
数
や
任
命
手
続
等
、
判
事
の
候
補
者
の
指
名
に
前
任
者
の
州
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
、
そ
の
他
適
当
と
考
え
る
州
が
参
加
す
る
こ
と

等
以
外
は
、
現
在
の
Ｓ
Ｃ
Ａ
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
ル
ー
ル
が
細
か
く
規
定
さ
れ
た
）
1（
（

。

一
九
八
二
年
憲
法
制
定
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
ケ
ベ
ッ
ク
州
を
ど
う
扱
う
か
の
憲
法
改
正
案
の
審
議
は
続
く
。
ミ
ー
チ
湖
合
意

（M
eech
�L
ak
e�A
ccord

）
は
、
一
九
八
七
年
憲
法
合
意
（
六
月
三
日
）
と
も
い
わ
れ
、
カ
ナ
ダ
全
州
の
首
相
（first�m

in
isters

）
が
オ



二
六
五

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

タ
ワ
に
会
同
し
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
を
憲
法
改
正
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
さ
せ
る
た
め
の
合
意
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
憲
法
を

同
州
は
批
准
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
憲
法
へ
の
同
州
の
賛
同
を
取
り
つ
け
る
べ
く
、
憲
法
改
正
案
が
審
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
七

年
憲
法
の
司
法
権
の
章
の
改
正
と
し
て
次
の
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
一
条
Ａ
と
し
て
、
明
文
で
Ｓ
Ｃ
Ｃ
を
カ
ナ
ダ
の
通
常
上

告
裁
判
所
と
し
て
設
置
し
、
あ
わ
せ
て
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
長
官
と
八
人
の
判
事
で
構
成
さ
れ
、
い
ず
れ
も
総
督
（G

overn
or�G
en
eral�in

�

C
oun
cil

）
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
一
〇
一
条
Ｂ
と
し
て
、（
１
）
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
じ
ら
れ
る
者
は
、
州
ま
た
は
準

州
で
一
〇
年
以
上
の
判
事
あ
る
い
は
法
曹
経
験
が
あ
る
、（
２
）
九
人
の
判
事
の
う
ち
三
人
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
任
じ
ら
れ
る
、
と
明

文
で
盛
り
込
ん
だ
。
一
〇
一
条
Ｃ
は
、（
１
）
判
事
に
空
席
が
出
た
時
、
各
州
政
府
は
適
格
の
候
補
者
を
カ
ナ
ダ
法
務
大
臣
に
呈
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
２
）
任
命
が
な
さ
れ
た
と
き
、
首
席
判
事
が
在
任
の
判
事
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
（
１
）
の
も
と
で
出
さ

れ
枢
密
院
で
認
め
ら
れ
た
名
の
者
を
任
じ
る
も
の
と
す
る
（
３
）
三
人
の
候
補
者
か
ら
前
項
の
よ
う
に
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、
ケ
ベ
ッ

ク
州
が
提
示
し
た
者
を
任
じ
る
も
の
と
す
る
（
４
）
前
項
を
除
い
て
（
２
）
項
で
任
命
が
な
さ
れ
た
と
き
、
総
督
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
以
外

の
州
が
提
示
し
た
者
を
任
じ
る
と
し
た
。

こ
の
合
意
で
ケ
ベ
ッ
ク
が
憲
法
に
批
准
す
る
条
件
と
し
て
、
憲
法
改
正
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
完
全
拒
否
権
を
認
め
る
こ
と
、
ケ
ベ
ッ
ク

を
固
有
の
社
会
（distin
ct�society

）
と
認
め
る
こ
と
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
に
州
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
、
移
民
に
関
す
る
権
限
を
州

に
移
す
こ
と
、
連
邦
歳
出
権
の
制
限
、
の
五
つ
の
条
件
を
掲
げ
た
。
こ
の
合
意
は
失
敗
に
終
わ
る
も
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
案
は
広
く

受
容
さ
れ
た
）
11
（

。

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
合
意
（C

h
arlottetow

n
�A
ccord

）
も
、
州
と
連
邦
の
関
係
を
中
心
と
し
た
憲
法
改
正
の
議
論
で
あ
る
。
一
九

九
二
年
三
月
一
二
日
に
オ
タ
ワ
で
初
の
会
議
が
も
た
れ
、
以
後
、
七
〇
〇
人
以
上
か
ら
の
参
考
意
見
と
三
〇
〇
〇
の
提
案
を
受
け
、
九

二
年
八
月
二
八
日
、
発
議
さ
れ
た
。
そ
の
第
二
部
「
連
邦
統
治
機
関
（In

stitution
s

）」
の
Ｂ
章
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
と
題
さ
れ
、
ま
ず
Ｓ
Ｃ
Ｃ
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六

が
憲
法
上
明
記
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
（
一
七
条
）。
一
八
条
で
は
、
三
人
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
出
身
の
九
人
の
判
事
で
構
成
さ
れ
る
と

規
定
し
た
Ｓ
Ｃ
Ａ
が
憲
法
編
入
さ
れ
る
と
し
、
一
九
条
で
は
、
全
州
（
準
州
含
む
）
政
府
か
ら
候
補
者
リ
ス
ト
を
出
さ
せ
、
そ
の
中
か

ら
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
暫
定
的
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ナ
ダ
で
の
判
事
（
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
も
含
む
）
任
命
が
執
行
権
の
専
権
と
さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
は
憲
法
改
革
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
立
憲
主
義
原
理
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
立
憲
制
と

最
高
裁
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
一
瞥
し
て
お
く
の
は
無
意
味
で
は
な
い
。

（
３
）
イ
ギ
リ
ス
最
高
裁
判
事
の
任
命

カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
を
継
承
す
る
（
一
八
六
七
年
憲
法
前
文
）。
イ
ギ
リ
ス
に
は
二
〇
〇
九
年
ま
で
最
高
裁
は
な

か
っ
た
の
で
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
に
は
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
）
11
（

。
た
だ
、
司
法
判
事
の
任
命
は
カ
ナ
ダ
と
同
じ
で
、
大
臣
の
助
言
に
基
づ

い
て
女
王
が
任
じ
る
、
女
王
の
判
事
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
大
法
官
（L

ord�C
h
an
cellor

）
が
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
は
秘

密
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
九
九
七
年
に
高
等
法
院
判
事
の
基
準
が
示
さ
れ
て
か
ら
変
遷
の
過
程
に
あ
る
。
二
〇
〇
一
年

三
月
に
は
、
判
事
任
命
委
員
会
（C

om
m
ission

�for�Judicial�A
ppoin

tm
en
ts

）
が
、
候
補
者
を
調
査
す
る
な
ど
の
諮
問
的
役
割
を
与

え
ら
れ
て
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
四
月
、
憲
法
改
革
法
（C

on
stitution

al�R
eform

�A
ct�(C

R
A
)�

）
に
よ
っ
て
司
法
任
命
委

員
会
（Judicial�A

ppoin
tm
en
ts�C
om
m
ission

�(JA
C
)�

）
を
設
け
、
判
事
選
任
の
責
任
を
こ
れ
に
移
行
さ
せ
、
制
度
の
透
明
性
を
高
め

た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
独
立
の
公
的
機
関
で
、
女
王
が
大
法
官
の
助
言
に
基
づ
い
て
任
命
す
る
、
五
人
の
司
法
判
事
と
二
人
の
法
曹
と
五
人
の

常
任
委
員
と
一
人
の
裁
判
所
職
員
（tribun

al�officer

）
と
一
人
の
治
安
判
事
（m

ag
istrate

）
の
、
一
五
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
。

改
編
さ
れ
た
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
し
て
お
こ
う
）
11
（

。
空
席
が
で
き
る
と
、
大
法
官
が
そ
の
欠
員
を
補
充
す
る
よ
う
要
請
し
、
Ｊ



二
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七

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

Ａ
Ｃ
（
高
等
法
院
以
下
の
場
合
。
最
高
裁
判
事
の
任
命
は
後
に
み
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
レ
ヴ
ェ
ル
）
が
メ
リ
ッ
ト
の
み
で

人
格
高
潔
な
者
を
選
任
す
る
。
こ
の
報
告
を
受
け
て
、
大
法
官
は
三
段
階
の
選
任
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
。
第
一
段
階
は
、
①
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
選

好
を
受
諾
す
る
、
②
不
適
格
と
判
断
し
た
と
き
の
み
こ
れ
を
拒
否
す
る
、
③
判
断
の
証
拠
が
不
足
し
て
い
る
時
の
み
再
考
を
促
す
、
の

い
ず
れ
か
を
な
す
。
後
二
者
の
場
合
、
第
二
段
階
と
な
る
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
別
の
候
補
者
を
選
考
す
る
が
、
③
の
場
合
は
同
じ
候
補
者
を
選

任
す
る
の
を
妨
げ
な
い
。
こ
れ
を
再
度
、
大
法
官
が
拒
否
す
れ
ば
、
第
三
段
階
と
な
る
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
第
一
段
階
で
選
任
し
た
者
以
外
の

者
を
選
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
大
法
官
は
こ
れ
を
基
本
的
に
受
け
入
れ
る
。
大
法
官
が
正
式
に
任
じ
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
任
命
さ
れ

る
（
女
王
に
よ
る
任
命
）。
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
判
事
任
命
行
為
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（Judicial�A

ppoin
tm
en
ts�an

d�C
on
duct�O

m
budsm

an

）
を
設

け
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
か
ら
独
立
し
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
二
〇
〇
九
年
に
、
連
合
王
国
の
最
終
上
告
審
と
し
て
最
高
裁
を
設
置
し
て
い
る
。
憲
法
改
革
の
理
念
は
、
君
主
制
中
心

か
ら
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ば
り
の
権
力
分
立
を
立
憲
機
構
に
確
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
権
力
分
立
制
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
制
度
と
し

て
や
り
玉
に
あ
が
っ
た
の
が
、
大
法
官
職
で
あ
る
）
11
（

。
大
法
官
は
主
要
な
閣
僚
で
あ
る
と
同
時
に
、
司
法
権
の
長
で
上
級
判
事
で
も
あ
り
、

貴
族
院
議
長
で
も
あ
っ
た
。
権
力
分
立
と
司
法
権
の
独
立
を
高
め
る
た
め
に
後
二
者
の
地
位
や
権
限
を
除
去
し
、
司
法
権
の
長
（H

ead�

of�th
e�Judiciary

）
と
し
て
首
席
裁
判
官
（L

ord�C
h
ief�Justice

）
と
す
る
。
こ
の
流
れ
の
中
で
最
高
裁
が
設
置
さ
れ
た
。

憲
法
改
革
で
司
法
権
が
権
力
分
立
の
視
点
か
ら
独
立
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
も
改
編
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
）
11
（

。
そ
の
原
理
は
第
一
に
司
法
権
の
独
立
で
あ
る
。
他
の
二
権
か
ら
も
当
事
者
か
ら
も
、
ま
た
選
任
で
は
政
治
的
影
響
力
か
ら
も
、
解

放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
メ
リ
ッ
ト
に
基
づ
く
任
免
で
あ
る
。
第
三
に
平
等
で
あ
る
。
第
四
に
公
開
性
と
透
明
性
で

あ
る
。
第
五
に
効
率
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
国
際
的
視
点
も
考
慮
し
て
い
る
。

判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
議
会
は
こ
れ
ま
で
何
ら
役
割
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、
Ｃ
Ｒ
Ａ
で
も
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
司
法
権
は
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議
会
に
対
し
て
責
め
を
負
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
上
級
裁
判
官
（sen

ior�judg
es

）
の
罷
免
に
は
議
会
は
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
）
11
（

。

任
命
に
際
し
て
の
議
会
の
事
前
の
聴
聞
に
は
、
政
治
的
で
あ
る
と
の
理
由
で
消
極
的
で
あ
る
。
何
を
質
問
す
れ
ば
よ
い
か
の
判
断
も
困

難
で
、
純
粋
な
諮
問
機
能
に
限
定
す
れ
ば
、
判
事
適
格
性
判
断
の
信
用
性
は
薄
ま
る
こ
と
に
な
る
。
判
事
任
命
が
滞
る
の
を
防
げ
る
利

点
が
主
張
さ
れ
る
が
、
現
実
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）
11
（

。

イ
ギ
リ
ス
最
高
裁
は
一
二
人
の
最
高
裁
判
事
（
現
在
、
女
性
はB

ヘ

イ

ル

aron
ess
H
ale

の
み
）
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
任
命
手
続
は
Ｃ
Ｒ

Ａ
二
五
条
か
ら
三
一
条
と
別
表
八
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
一
瞥
し
て
お
こ
う
）
11
（

。
任
命
の
資
格
は
二
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
が
、
二

〇
〇
七
年
の
裁
判
所
執
行
法
（T

ribun
als�an

d�E
n
forcem

en
t�A
ct

）
五
〇
―
五
二
条
で
修
正
さ
れ
、
現
在
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま

ず
高
等
裁
判
所
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
高
等
法
院
（H

ig
h
�C
ourt

）、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
事
控
訴
院
（C

ourt�of�S
ession

））
判
事
職
二
年
以
上
、
さ
も
な
く
ば
一
五
年

以
上
の
実
務
経
験
を
基
礎
と
す
る
こ
と
。
一
五
年
以
上
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
上
級
裁
判
所
の
ソ
リ
シ
タ
も
し
く
は
バ
リ

ス
タ
で
、
資
格
取
得
後
も
引
き
続
き
実
務
経
験
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
弁
護
士
も
し
く
は
そ
の
高
等
裁
判
所

や
民
事
控
訴
院
に
出
席
で
き
る
資
格
の
あ
る
ソ
リ
シ
タ
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
曹
界
の
メ
ン
バ
ー
ま
た
は
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
最
高
裁
判
所
（C

ourt�of�Judicature

）
の
ソ
リ
シ
タ
で
あ
る
こ
と
。

Ｃ
Ｒ
Ａ
は
、
最
高
裁
判
事
に
は
別
個
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
設
け
て
い
る
（
二
〇
〇
九
年
最
高
裁
判
所
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
稼
働
。

最
初
の
最
高
裁
判
事
に
は
現
在
の
法
律
貴
族
（L

aw
�L
ords

）
が
そ
の
ま
ま
な
る
が
、
そ
れ
以
後
は
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
）。
Ｊ
Ａ
Ｃ
は

関
与
せ
ず
、
大
法
官
が
選
考
委
員
会
（selection

�com
m
ission

）
を
立
ち
上
げ
、
そ
れ
を
主
宰
す
る
裁
判
所
長
（P

residen
t�of�th

e�

C
ourt

）
に
書
簡
を
出
す
こ
と
で
な
さ
れ
る
。
委
員
会
は
こ
の
委
員
長
の
ほ
か
、
副
所
長
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ウ
エ

ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
各
任
命
委
員
会
の
代
表
委
員
で
あ
る
。
各
代
表
の
う
ち
一
名
は
常
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
名
は



二
六
九

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

関
係
委
員
会
（relevan

t�C
om
m
ission

/B
oard

）
の
議
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

立
法
は
選
考
委
員
会
が
踏
む
べ
き
手
続
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
大
法
官
が
出
す
通
達
が
適
用
さ
れ
る
（
二
七
条
九
項
）。
実
務
で
は

各
選
考
委
員
会
が
自
ら
の
手
続
を
決
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
諮
問
さ
れ
る
べ
き
人
物
は
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
上
級
判
事
（sen

ior�

judg
es

）
で
、
以
下
の
者
で
あ
る
（
六
〇
条
一
項
）。
ａ
（
連
合
王
国
）
最
高
裁
判
事
ｂ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
首
席
裁
判

官
ｃ
控
訴
院
最
上
位
裁
判
官
（M

aster�of�th
e�R
olls

）
ｄ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
事
控
訴
院
院
長
ｅ
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
首
席
裁
判
官
ｆ
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
最
高
法
院
次
長
（L

ord�Justice�C
lerk

）
ｇ
王
座
裁
判
所
所
長
（Q

ueen ’s�B
en
ch
�D
ivision

）
ｈ
家
庭
裁
判
所
所
長
ｉ

高
等
法
院
院
長
。
さ
ら
に
選
任
委
員
会
は
、
大
法
官
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
首
相
（F

irst�M
in
ister

）、
ウ
エ
ー
ル
ズ
首
相
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
司
法
任
命
委
員
会
委
員
長
に
諮
問
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

二
七
条
は
五
つ
の
選
考
要
件
を
規
定
す
る
。
①
成
績
主
義
②
二
五
条
で
規
定
さ
れ
た
資
格
要
件
を
満
た
す
者
の
み
選
任
③
委
員
会
の

委
員
は
対
象
外
④
そ
の
委
員
会
も
一
人
の
み
選
任
⑤
「
判
事
は
連
合
王
国
の
ど
こ
か
の
王
国
の
法
律
の
知
識
と
経
験
を
持
っ
て
い
る
」

と
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
考
は
こ
れ
ま
で
二
度
行
わ
れ
、
公
告
や
情
報
提
供
は
公
開
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
の
選
考
は
、

ウ
エ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

選
考
で
は
大
法
官
が
主
要
な
役
割
を
果
た
す
。
選
考
委
員
会
は
大
法
官
に
、
誰
が
選
考
さ
れ
、
誰
に
諮
問
し
、
さ
ら
に
大
法
官
が
い

か
な
る
情
報
を
求
め
た
か
を
述
べ
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
法
官
は
裁
量
で
知
り
た
い
情
報
を
要
求
で
き
る
。
大

法
官
は
、
別
途
諮
問
さ
れ
た
者
た
ち
に
諮
問
す
る
制
定
法
上
の
義
務
が
あ
る
。
選
択
権
を
有
し
（
二
九
―
三
一
条
）、
限
定
的
に
勧
告

を
な
し
た
り
候
補
者
を
拒
否
し
た
り
で
き
る
。
そ
の
と
き
は
理
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
の
選
考
に
満
足
し
た
な
ら
、

そ
の
候
補
者
名
を
首
相
に
伝
え
、
首
相
は
女
王
に
正
式
に
推
薦
す
る
（
憲
法
改
革
統
治
法
案
で
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
首
相
が
外
さ

れ
て
お
り
、
大
法
官
が
直
接
に
女
王
に
推
薦
す
る
と
さ
れ
て
い
た
）。



二
七
〇

（
４
）
小
括

カ
ナ
ダ
が
範
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
主
義
で
は
、
最
高
裁
判
事
の
任
命
は
執
行
権
に
属
し
、
そ
れ
は
固
有
の
権
能
で
あ
る
か
ら
、

民
主
的
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
透
明
性
や
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
心
を
払
わ
な
く
て
も
よ
し
と
さ
れ
る
伝
統
に

あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
執
行
権
の
大
権
的
作
用
を
民
主
的
統
制
に
服
さ
せ
る
憲
法
改
革
の
流
れ
の
中
で
、
執
行
権
の
権
能
の

枠
は
乱
す
こ
と
な
く
、
民
主
的
欠
陥
を
補
正
す
る
改
革
を
始
め
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
は
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
州
を
参
加
さ
せ
る
憲
法
的
視
点

が
提
起
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
は
何
ら
改
革
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
伝
統
を
墨
守
し
て
い
る
感
が
あ
っ
た
。

３　

選
任
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
―
議
会
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

（
１
）
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
の
系
譜
‥
連
邦
主
義
観
点
か
ら
議
会
主
義
観
点
へ

C

ク
ラ
ン
ド
ー
ル

ran
dall

は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
）
1（
（

。
第
一
期
は
、
一
九
四
九
年
（
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
名

実
と
も
に
カ
ナ
ダ
最
終
上
告
審
と
な
っ
た
年
）
か
ら
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
合
意
の
一
九
九
二
年
ま
で
で
あ
る
。
第
二
期
は
一
九
九
三

年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
で
、
一
九
八
二
年
憲
法
（
カ
ナ
ダ
憲
章
）
が
浸
透
し
て
司
法
権
が
成
熟
し
て
い
く
中
で
、
政
治
的
嗜
好
の
か

か
っ
た
改
革
が
叫
ば
れ
る
。
第
三
期
は
二
〇
〇
八
年
以
降
で
、
自
由
党
の
改
革
を
引
き
継
ぎ
発
展
さ
せ
て
い
る
、
保
守
党
政
権
で
の
改

革
で
あ
る
。

第
一
期
で
は
、
最
終
上
告
審
と
な
っ
た
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
州
と
連
邦
の
権
限
配
分
に
関
し
て
判
示
し
た
こ
と
が
際
立
っ
た
の
も
手
伝
っ
て
、

連
邦
主
義
の
観
点
か
ら
州
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
す
る
法
制
度
が
訴
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
憲
法
的
実
現
を
み

な
い
と
な
る
と
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
透
明
性
の
関
心
に
こ
の
議
論
の
次
元
が
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
）
11
（

。
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代



二
七
一

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

で
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
憲
法
改
革
議
論
の
批
判
の
土
俵
は
、
連
邦
制
で
あ
っ
た
）
11
（

。
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
合
意
（
失
敗
）
で
終
わ
る
憲
法
改
正

の
議
論
は
、
州
首
相
を
参
画
さ
せ
て
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
候
補
者
の
リ
ス
ト
を
作
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

立
法
あ
る
い
は
慣
習
で
州
の
参
加
を
憲
法
的
に
確
保
し
よ
う
と
の
注
目
す
べ
き
認
識
で
あ
る
が
、
州
と
連
邦
の
関
係
で
は
州
に
傾
き
す

ぎ
た
き
ら
い
も
あ
り
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
に
両
政
府
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
の
困
難
な
課
題
を
改
め
て
突
き
付
け
た
）
11
（

。

第
二
期
で
は
、
憲
法
的
疲
労
（con

stitution
al�fatig

ue

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
改
正
作
業
は
目
立
っ
て
な
さ
れ
な
か
っ
た

一
方
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
は
そ
の
透
明
性
を
求
め
て
政
治
家
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
か
ら
議
論
が
出
さ
れ
、
な
か
で
も
改
革
党

（R
eform

�P
arty,�（111-1111

）
は
熱
心
で
あ
っ
た
）
11
（

。
同
党
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
役
割
を
連
邦
主
義
で
の
権
限
の
配
分
の
判
断
で
は
な
く
、

本
来
公
選
議
員
で
な
さ
れ
る
べ
き
政
策
形
成
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
で
な
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
、
同
党
が
カ
ナ
ダ
同
盟
党

（C
an
adian

�A
llian
ce�P
arty

）
に
替
わ
り
、
や
が
て
二
〇
〇
三
年
に
保
守
党
に
併
合
さ
れ
て
も
、
継
承
さ
れ
る
。
保
守
党
の

V

ト

ー

ズ

ic
T
oew
s

（
後
に
法
務
大
臣
と
な
る
）
も
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
根
本
の
立
憲
的
決
定
を
議
会
に
と
っ
て
替
わ
っ
て
な
し
て
い
る
の
を
政
府
は

見
過
ご
し
て
い
る
と
し
、
最
高
裁
の
政
治
化
を
指
摘
す
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
連
合
（B

loc�Q
uebecois

）
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、
最
高
裁
と

連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
事
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
を
司
法
委
員
会
に
研
究
さ
せ
る
動
議
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
法
務
省
政
務
官

（P
arliam

en
tary�S

ecretary

）P

マ

ッ

ク

リ

ン

aul
H
arold

M
ack
lin

は
、
任
命
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
必
要
は
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
た
が
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
、P

マ

ー

チ

ン

aul
M
artin

首
相
は
こ
う
し
た
野
党
の
声
に
耳
を
傾
け
、
下
院
司
法
人
権
公
共
安
全
緊
急
事
態
準
備
委
員
会

（C
om
m
ittee�on

�Justice,�H
um
an
�R
ig
h
ts,�P
ublic�S

afety�an
d�E
m
erg
en
cy�P
reparedn

ess

）
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
事
前
の
最
善
の

審
査
方
法
を
諮
問
す
る
と
し
た
。

か
く
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
は
、
そ
の
民
主
主
義
的
欠
陥
（dem

ocratic�deficit

）
の
観
点
に
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
改
革
に
は
、民
主
主
義
的
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
、州
と
連
邦
の
政
府
間
関
係（in

terg
overn

m
en
tal�



二
七
二

relation
s

）
の
二
つ
の
競
合
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
あ
る
）
11
（

。
前
者
は
連
邦
執
行
権
を
弱
め
る
の
に
対
し
、
後
者
は
強
め
る
と
い
っ
た
矛
盾

が
あ
る
。
ク
ラ
ン
ド
ー
ル
は
、
第
二
期
で
の
状
況
で
は
、
州
に
ミ
ー
チ
湖
合
意
で
提
示
さ
れ
た
権
限
に
匹
敵
す
る
も
の
を
獲
得
す
る
可

能
性
は
薄
く
な
っ
て
い
る
と
す
る
）
11
（

。
第
一
期
で
の
「
巨
大
な
立
憲
政
治
」
で
は
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
す
る
地
位
を
州
に
認
め
る
意

義
が
あ
っ
た
が
、
カ
ナ
ダ
憲
章
の
浸
透
で
司
法
権
が
発
展
し
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
別
の
政
治
的
要
因
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自

由
党
政
権
で
の
民
主
主
義
的
欠
陥
の
視
点
が
連
邦
主
義
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
ル
ー
ド
か
ら
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
改
革
の
系
譜
を
眺
め
れ
ば
）
11
（

、
ト
ル
ー
ド
の
そ
れ
は
選
任
プ
ロ
セ
ス
で
諮
問
を
拡
大
し

て
よ
り
よ
い
判
事
を
選
ぶ
、
メ
リ
ッ
ト
重
視
の
改
革
で
あ
っ
た
。
一
連
の
憲
法
改
正
合
意
で
み
ら
れ
る
連
邦
主
義
中
心
の
改
革
の
議
論

を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
よ
う
な
立
法
府
に
よ
る
批
准
（ratification

）
で
は
な
い
、
議
会
関
与
を
巻
き
込
ん
だ
政
府
の
裁
判
所
と
し

て
の
改
革
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
民
主
性
を
追
求
す
れ
ば
判
事
公
選
制
と
な
る
が
、
憲
法
の
枠
組
は
端
か
ら
外
さ
な
い
と
な
れ
ば
、
候

補
者
の
リ
ス
ト
は
誰
が
作
る
の
か
、
誰
が
そ
の
中
か
ら
一
人
を
推
薦
す
る
か
、
誰
が
そ
れ
を
決
定
す
る
か
、
そ
し
て
こ
れ
を
誰
が
承
認

（con
firm

）
す
る
か
）
11
（

、
で
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
２
）　

議
会
関
与
の
背
景
と
経
緯
）
11
（

①　

改
革
の
端
緒
―
自
由
党
）
1（
（

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
に
首
相
に
就
任
し
た
自
由
党
の
マ
ー
チ
ン
は
、
法
務
大
臣
に
任
じ
たI

コ

ト

ラ

ー

rw
in
C
otler

に
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事

任
命
の
プ
ロ
セ
ス
を
民
主
主
義
的
に
改
革
す
る
よ
う
打
診
し
、
つ
い
て
は
下
院
司
法
人
権
委
員
会
（S

tan
din
g
�C
om
m
ittee�on

�

Justice�an
d�H
um
an
�R
ig
h
ts

）
に
、
事
前
に
諮
問
し
て
候
補
者
を
審
査
で
き
る
よ
う
に
す
る
よ
う
、
指
示
し
た
。
マ
ー
チ
ン
は
、
Ｓ

Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
「
民
主
的
欠
陥
（dem

ocratic�deficit

）」
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
透
明
化
を
主
張
、
議
会
委
員
会
で
の
公



二
七
三

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

聴
会
を
開
い
て
、
勧
告
や
代
替
の
権
能
ま
で
意
識
し
て
い
た
。
自
由
党
政
権
は
二
〇
〇
四
年
二
月
四
日
、
民
主
的
改
革
行
動
計
画

（A
ction

�P
lan
�for�D

em
ocratic�R

eform

）
を
出
し
、
恒
久
的
改
革
で
じ
っ
く
り
と
議
論
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
。
し
か
し
、
い
き
な
り

二
人
の
後
任
人
事
に
着
手
す
る
羽
目
と
な
っ
た
。

二
〇
日
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事L

ア

ー

バ

ー

ouise
A
rbour

が
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
着
任
の
た
め
辞
任
す
る
の
を
受
け
て
、
自
由
党
政
権
は
後
任
人

事
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
暫
定
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
か
、
そ
れ
と
も
恒
常
的
な
そ
れ
か
を
迫
ら
れ
た
。
マ
ー
チ
ン
は
、
議

会
人
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
を
審
査
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
た
。
二
〇
〇
四
年
三
月
一
九
日
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官F

イ

ア

コ

ブ

ッ

チ

ran
k
Iacobucci

も
家

族
の
都
合
で
辞
任
を
申
し
出
た
の
で
、
六
月
に
退
官
す
る
こ
と
と
な
る
二
人
の
空
席
を
埋
め
る
た
め
、
三
月
二
四
日
に
可
及
的
速
や
か

に
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
確
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
精
査
す
る
議
会
常
任
委
員
会
の
決
定
が
な
さ
れ
、
コ

ト
ラ
ー
自
身
、
同
月
三
〇
日
に
そ
こ
に
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
は
、
改
革
に
は
任
命
に
関
す
る
憲
法
上
の
枠
組
の
な
か
で
包
括
的
諮
問
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
。
憲
法
や
Ｓ

Ｃ
Ａ
の
規
定
、
さ
ら
に
慣
習
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
諮
問
過
程
は
秘
密
裡
に
か
つ
政
党
色
で
な
さ
れ
る
と
の
偏
見
を
払
拭
し
て
、

透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
に
、
自
身
が
議
会
委
員
会
に
出
て
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
説
明
す
る
こ

と
が
憲
法
上
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
の
行
動
（
委
員
会
の
面
前
に
出
る
）
は
、
議
会
の
委
員
会
か
ら
こ
う
評
さ

れ
た
。「
本
邦
初
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
が
公
に
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
人
は
誰
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
に
つ
い
て
諮
問
さ
れ
、
当
該
候
補
者
の
判

事
と
し
て
の
適
格
性
を
評
価
す
る
基
準
を
学
ぶ
初
め
て
の
機
会
を
持
っ
た
の
だ
）
11
（

」。

任
命
プ
ロ
セ
ス
の
第
一
段
階
は
諮
問
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
法
務
大
臣
が
空
席
を
認
識
す
る
と
、
退
官
判
事
の
出
身
州
の
法
曹
（
学
者

や
弁
護
士
も
含
む
が
、
だ
い
た
い
控
訴
裁
判
所
判
事
）
か
ら
候
補
者
を
選
定
す
る
。
先
の
任
命
で
候
補
に
挙
が
っ
た
者
も
リ
ス
ト
に
載

る
こ
と
は
あ
る
が
、
肝
要
な
の
は
潜
在
的
候
補
者
に
関
し
て
広
く
相
談
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官
、
当
該
地
区
の
首
席
判
事



二
七
四

や
法
務
長
官
、
法
曹
協
会
の
上
席
委
員
な
ど
で
あ
る
。
大
臣
自
ら
候
補
者
を
挙
げ
る
こ
と
も
可
能
で
、
学
者
な
ど
が
こ
こ
で
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
よ
う
。
関
係
者
が
大
臣
に
書
簡
で
推
薦
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
段
階
は
そ
う
し
た
候
補
者
の
評
価
で
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
を
旨
と
す
る
。
そ
れ
は
、
専
門
的
能
力
、
人
格
性
、
多
様
性
の

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。
能
力
の
判
断
に
は
高
度
な
法
的
素
養
だ
け
で
な
く
、
以
下
の
点
も
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
よ
り
高
度
な
知
能
、
分
析
力
と
文
章
力
②
双
方
の
議
論
を
公
平
に
聞
く
実
証
さ
れ
た
能
力
③
決
断
力
④
協
働
で
の

負
担
の
管
理
と
公
平
分
担
⑤
判
事
の
孤
独
の
重
圧
の
管
理
能
力
⑥
確
固
た
る
協
同
技
術
⑦
社
会
背
景
に
認
識
力
⑧
英
仏
両
言
語
力
⑨
Ｓ

Ｃ
Ｃ
に
特
に
要
求
さ
れ
る
専
門
性
（
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
ら
あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
）。
人
格
性
と
は
、
①
無
欠
の
人
間
的
専
門

的
倫
理
観
＝
実
直
、
清
廉
、
率
直
②
他
者
尊
敬
＝
忍
耐
、
礼
直
、
気
転
、
謙
虚
、
中
立
、
寛
容
③
責
任
感
＝
常
識
、
几
帳
面

（pun
ctuality

）、
頼
り
が
い
（reliability
）
で
あ
る
。
多
様
性
と
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
（
の
構
成
）
は
カ
ナ
ダ
社
会
の
多
様
性
を
反
映
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
素
や
基
準
が
候
補
者
の
選
定
と
評
価
に
な
り
、
首
相
へ
の
報
告
の
ポ
イ

ン
ト
に
も
な
る
。

コ
ト
ラ
ー
は
、
議
会
委
員
会
に
出
頭
し
て
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
の
に
は
、
議
会
の
委
員
会
が
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
果
た
す

役
割
と
し
て
い
か
に
重
要
な
審
査
に
か
か
わ
る
か
を
議
員
に
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
議
会
の
審
査
は
、
任
命
過
程
の

審
査
と
そ
の
過
程
で
推
挙
さ
れ
た
候
補
者
の
審
査
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
執
行
権
の
権
限
で
あ
る
と
の
憲
法
枠
組
と
、
ど
の
候
補
者
が

評
価
さ
れ
る
か
の
憲
法
上
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
諮
問
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
こ
と
の
二
点
を
喚
起
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
議
会
委
員
会
は
委
員
会
で
の
手
続
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
構
成
や
候
補
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
考
え
さ
せ
る
機
会
を

提
供
す
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
委
員
会
の
適
切
な
構
成
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
政
党
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
の
で
よ
い
か
、

審
議
は
非
公
開
が
よ
い
か
、
い
く
つ
か
は
公
開
す
べ
き
か
、
で
あ
る
。
議
会
委
員
会
で
の
審
査
に
六
つ
の
原
則
を
掲
げ
る
。
第
一
に
メ
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リ
ッ
ト
原
則
で
あ
る
。
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
最
適
の
判
事
を
実
績
に
基
づ
い
て
選
任
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
第
二
に
、
い
か
な
る
改
革
で

あ
れ
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
と
司
法
行
政
の
清
廉
さ
を
維
持
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
化
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
任
命
プ

ロ
セ
ス
は
司
法
権
の
独
立
を
保
護
し
促
進
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
よ
り
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諮
問
プ
ロ
セ
ス
は
そ
の
時
点
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
を
要
す
る
。
第
五
に
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
州
の
イ
ン
プ
ッ
ト
の
意
義
を
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
の
首
席
判
事
、
法
務
長
官
、
法
曹
会
の
指
導
者
、
そ
の
他
候
補
者
選
定
に
か
か
わ
る
機
関
の
者
た
ち
で
あ
り
、

州
の
参
画
は
制
度
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
六
に
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
立
ち
上
が
っ
た
議
会
審
査
の
よ
う
に
、
議
会
の
重
要
性
を

根
拠
づ
け
る
任
命
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
〇
〇
四
年
五
月
、
議
会
委
員
会
は
「
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
（Im

provin
g
�th
e�S
uprem

e�C
ourt�of�C

an
ada�

A
ppoin

tm
en
t�P
rocess

）」
を
出
し
、
透
明
性
と
議
会
の
関
与
に
つ
い
て
議
論
の
到
達
点
を
整
理
し
た
。
に
わ
か
に
ア
ー
バ
ー
と
イ
ア

コ
ブ
ッ
チ
両
判
事
の
後
任
を
決
め
る
時
が
迫
っ
て
い
た
。
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
法
務
大
臣
コ
ト
ラ
ー
は
、
公
開
の
委
員
会
に
出
席

し
て
二
人
の
後
任
人
事
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

②
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

二
〇
〇
四
年
八
月
、
選
任
プ
ロ
セ
ス
に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
六
月
二
八
日
に
再
選
さ
れ
た
マ
ー
チ
ン
自
由

党
政
権
に
あ
っ
て
、
七
月
一
九
日
、
コ
ト
ラ
ー
が
法
務
大
臣
に
再
任
さ
れ
る
。
彼
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官
、
オ
ン
タ
リ
オ
控
訴
裁
判
所
長
官
、

そ
し
て
同
州
法
務
長
官
ら
と
何
度
も
相
談
を
重
ね
て
、
八
月
二
〇
日
、
ア
ー
バ
ー
と
イ
ア
コ
ブ
ッ
チ
の
後
任
に
、
と
も
に
オ
ン
タ
リ
オ

控
訴
裁
判
所
（th

e�C
ourt�of�A

ppeal�of�O
n
tario

）
判
事
で
あ
るR

ア

ベ

ラ

osalie
A
bella

とL

シ

ャ

ロ

ン

ouise
C
h
arron

を
選
任
し
た
。
コ
ト
ラ
ー
が

下
院
司
法
委
員
会
（S

tan
din
g
�C
om
m
ittee�on

�Justice�of�th
e�H
ouse�of�C

om
m
on
s

）
で
初
め
て
こ
の
任
命
の
正
当
性
、
つ
ま
り
両

判
事
の
適
格
性
や
選
考
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
委
員
会
で
質
問
に
答
え
な
が
ら
説
明
し
た
。
一
〇
月
四
日
に
前
任
判
事
が
退
官
す
る
の
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で
、
委
員
会
の
諮
問
は
八
月
中
に
は
終
わ
ら
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
両
判
事
は
当
委
員
会
に
出
頭
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
の
秘
密
性
に
批
判
が
あ
り
、
さ
ら
に
政
府
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
と
の
政
治
思
潮
が
背
景
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
議
会
が
何
か
も
の
を
申
せ
る
と
か
、
同
意
を
す
る
と
か
の
法
的
な
意
義
は
な
く
、
判
事
任
命
権
は
あ
く
ま
で
総
督
（
執
行
権
）

の
権
限
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
揺
ら
ぎ
は
な
い
。

画
期
的
な
の
は
、
実
質
的
な
任
命
権
者
で
あ
る
法
務
大
臣
が
委
員
会
に
出
頭
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
や
任
命
の
理
由
等
を
公
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
大
臣
は
、
任
命
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
相
談
を
し
た
か
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
重
視
し
た
か
、
個
人
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
調
べ
た
か
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
、
委
員
会
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
直
接
大
臣
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
二
時
間
に

わ
た
り
、
テ
レ
ビ
中
継
も
さ
れ
た
。
大
臣
の
出
頭
は
歴
史
的
一
大
事
と
ま
で
言
わ
れ
、
質
疑
応
答
と
事
前
の
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う

前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
非
公
開
で
議
会
委
員
会
が
報
告
書
作
成
の
た
め
の
議
論
を
行
い
、
二
人
の
候
補
者
が
適
格
で

あ
る
と
の
結
論
を
答
申
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
手
続
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
で
個
別
的
な
も
の
で
、
コ
ト
ラ
ー
は
二
〇
〇
五
年
四
月
七

日
の
議
会
の
委
員
会
で
、
二
〇
〇
四
年
の
報
告
書
に
あ
る
よ
う
な
恒
常
的
な
改
革
の
推
進
を
訴
え
た
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
五
日
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事M

メ
ジ
ャ
ー

ajor
の
退
官
に
と
も
な
い
、
そ
の
後
任
を
選
任
す
べ
く
、
コ
ト
ラ
ー
は
諮
問
委
員
会

を
立
ち
上
げ
て
六
人
の
候
補
者
リ
ス
ト
を
提
出
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
始
め
た
。
こ
の
新
た
な
手
続
は
四
段
階
か
ら
な
る
。
第
一
段
階

は
、
法
務
大
臣
が
指
名
候
補
者
の
絞
り
込
み
を
行
う
た
め
に
相
談
を
す
る
。
そ
こ
で
は
推
薦
団
体
な
ど
か
ら
書
面
で
そ
の
実
績
を
提
出

さ
せ
、
州
に
配
慮
し
な
が
ら
五
人
か
ら
八
人
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
く
な
い
候
補
者
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大

臣
は
事
前
に
候
補
者
の
了
解
を
と
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
二
段
階
は
、
個
別
の
諮
問
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
。
同
委
員
会
は
諮
問
と
評

価
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
大
臣
か
ら
評
価
基
準
や
適
切
な
資
料
を
提
供
さ
れ
る
。
諮
問
委
員
会
の
構
成
は
、
下
院
の
各
政
党
か
ら
議
員

一
名
、
カ
ナ
ダ
司
法
協
会
推
薦
の
退
役
判
事
一
名
、
当
該
地
域
の
州
法
律
協
会
が
指
名
し
た
者
一
名
、
大
臣
が
指
名
し
た
当
該
地
域
の
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卓
越
し
た
人
物
二
名
か
ら
な
り
、
委
員
は
、
政
党
な
ど
の
特
定
の
団
体
や
思
想
の
代
表
者
で
は
な
く
、
メ
リ
ッ
ト
主
義
の
選
考
過
程
に

多
様
な
考
え
を
開
陳
す
る
。
大
臣
は
、
委
員
に
そ
う
し
た
教
示
の
指
令
書
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
始
動
前
に
会
合
を
持
つ
。

委
員
会
は
、
書
面
と
第
三
者
へ
の
相
談
な
ど
で
候
補
者
の
経
験
と
実
績
を
正
確
に
把
握
し
て
評
価
す
る
。
委
員
会
の
決
定
で
重
要
な
事

項
は
多
数
決
で
行
う
な
ど
、
民
主
主
義
ベ
ー
ス
で
あ
る
が
、
個
人
的
な
聞
き
取
り
は
せ
ず
、
秘
密
裡
に
進
め
て
い
く
。
こ
れ
は
相
談
さ

れ
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
優
先
順
位
や
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
絞
り
こ
ん
だ
三
人
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、

大
臣
に
提
出
す
る
。
大
臣
は
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
さ
ら
な
る
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
段
階
は
、
こ

の
提
出
さ
れ
た
リ
ス
ト
か
ら
判
事
を
選
任
し
任
命
す
る
過
程
で
あ
る
。
第
四
段
階
で
は
、
任
命
が
確
定
し
た
時
、
大
臣
が
議
会
法
務
委

員
会
に
出
頭
し
て
、
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
や
任
命
理
由
を
説
明
す
る
。
最
終
の
第
四
段
階
は
公
に
さ
れ
、
法
務
大
臣
が
前
回
同
様
、

委
員
会
に
出
席
し
て
選
任
過
程
や
選
任
さ
れ
た
者
の
適
格
を
説
明
し
て
、
答
申
と
し
て
出
さ
れ
政
府
が
任
命
作
業
に
移
行
す
る
手
は
ず

で
あ
っ
た
。
自
由
党
の
改
革
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
委
員
会
の
最
終
選
考
段
階
の
二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
九
日
、
下
院
が
解
散
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
一
月
二
三
日
に
総
選
挙

と
な
り
、
自
由
党
政
権
が
破
れ
て
保
守
党
のS

ハ

ー

パ

ー

teph
en
H
arper

政
権
に
交
代
し
た
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
空
き
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
同

政
権
の
法
務
大
臣
ト
ー
ズ
は
こ
の
選
任
プ
ロ
セ
ス
を
変
え
な
か
っ
た
の
で
、
政
権
交
代
し
て
も
維
持
さ
れ
た
が
）
11
（

、
保
守
党
政
権
は
、
前

政
権
が
作
っ
た
も
の
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
思
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
政
権
の
諮
問
委
員
会
で
挙
げ
ら
れ
た
三
名
の
候
補
者
リ
ス
ト
か
ら

一
名
を
選
任
し
た
う
え
で
、
そ
の
者
は
下
院
の
個
別
委
員
会
に
出
頭
し
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
運
び
と
し
た
。
三
名
の
な
か
か
ら
連
邦

控
訴
裁
判
所
のM

arsh
all�R

ロ

ス

テ

ィ

ン

oth
stein

を
任
命
し
た
（
こ
の
人
事
は
前
政
権
時
に
固
ま
っ
て
い
た
）。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
審
査
個
別
委
員

会
（A
d�H
oc�C
om
m
ittee�to�review

�a�N
om
in
ee�for�th

e�S
uprem

e�C
ourt�of�C

an
ada

）
が
下
院
の
議
席
数
に
比
例
し
て
、
保
守
党
五

人
、
自
由
党
四
人
、
ケ
ベ
ッ
ク
連
合
二
人
、
新
民
主
党
一
人
の
一
二
人
の
議
員
で
構
成
さ
れ
、
法
務
大
臣
で
も
あ
る
ト
ー
ズ
が
委
員
長
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と
な
っ
た
。
な
お
コ
ト
ラ
ー
（
自
由
党
）
も
委
員
で
あ
る
。

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
対
す
る
初
の
聴
聞
は
二
〇
〇
六
年
二
月
二
七
日
月
曜
日
、
議
事
堂
の
委
員
会
室
（R

eadin
g
�R
oom

）
で
午
後
一
時

か
ら
四
時
半
ま
で
な
さ
れ
、
テ
レ
ビ
中
継
も
さ
れ
た
。
ロ
ス
テ
ィ
ン
の
履
歴
や
主
要
判
決
の
資
料
は
委
員
に
あ
ら
か
じ
め
配
布
さ
れ
、

簡
単
な
紹
介
を
交
え
た
委
員
長
（
法
務
大
臣
）
の
開
会
の
あ
い
さ
つ
に
引
き
つ
づ
い
て
、
ロ
ス
テ
ィ
ン
自
身
の
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
、
そ

の
後
、
委
員
か
ら
の
質
疑
応
答
と
な
っ
た
。
会
議
は
二
部
に
分
か
れ
、
前
半
三
人
、
後
半
二
人
の
約
六
〇
の
質
問
が
な
さ
れ
、
さ
ら
な

る
会
は
行
わ
な
い
と
議
決
し
て
、
閉
会
し
た
。
委
員
会
は
、
書
面
の
報
告
書
は
出
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
テ
レ
ビ
中
継
さ
れ
て
い
た
の

で
、
首
相
は
見
た
は
ず
で
、
ト
ー
ズ
も
委
員
ら
と
議
論
し
た
後
、
首
相
に
報
告
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
会
か
ら
二
日
後
の
三
月
一
日
、

首
相
は
ロ
ス
テ
ィ
ン
を
推
薦
し
、
総
督
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
命
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
書
面
を
出
し
、
六
日
、
正
式
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判

事
に
就
任
し
た
（
宣
誓
式
）。

ハ
ー
パ
ー
は
議
会
聴
聞
を
実
施
し
た
初
の
人
物
と
な
る
）
11
（

。
彼
自
身
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
歴
史
的
意
義
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
な

く
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
資
す
る
し
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ナ
ダ
国
民
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
を
議
会
の
聴
聞
を
通
し
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
参
考
人
で
出
席
し
て
い
た
憲
法
学
者H

ホ

ッ

グ

og
g

は
手
続
を
説
明
し
、
ロ
ス
テ
ィ
ン
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
、
人
格

に
か
か
わ
る
質
問
や
将
来
ど
の
よ
う
な
判
決
を
書
く
か
な
ど
と
い
っ
た
質
問
は
避
け
る
よ
う
、
注
意
し
た
）
11
（

。
こ
の
委
員
会
は
、
新
任
Ｓ

Ｃ
Ｃ
判
事
の
適
格
性
を
、
書
面
の
み
な
ら
ず
自
身
の
委
員
会
で
の
受
け
答
え
も
通
し
て
判
断
し
、
そ
の
保
証
を
首
相
に
対
し
て
な
す
意

義
が
あ
っ
た
）
11
（

。

こ
れ
は
、
自
由
党
の
改
革
案
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
議
会
で
の
聴
聞
の
意
義
を
示
し
、
そ
の
方
法
の
先
例
を
形
成
し
た
）
11
（

。
判
事
選

任
は
執
行
権
の
権
能
で
、
ま
た
、
司
法
権
の
独
立
か
ら
議
会
政
治
の
党
派
性
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
執
行
権
が

任
命
し
た
判
事
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
そ
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
を
議
会
は
確
認
す
る
）
11
（

。
そ
も
そ
も
自
由
党
の
案
で
も
個
別
委
員
会
の
権
能
は



二
七
九

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

限
定
さ
れ
る
。
聴
聞
の
冒
頭
、
ホ
ッ
グ
が
こ
の
聴
聞
の
在
り
方
や
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
適
格
性
の
基
準
を
提
示
し
）
11
（

、
そ
う
し
た
憲
法
上
の
制

約
や
位
置
づ
け
に
念
を
押
し
た
。
こ
の
経
験
は
、「
カ
ナ
ダ
連
邦
議
会
議
員
が
、
司
法
権
を
政
治
化
す
る
危
険
も
任
命
さ
れ
た
者
を
辱

め
る
こ
と
も
一
切
な
い
市
民
的
聴
聞
（civil�h

earin
g

）
を
行
い
う
る
こ
と
を
確
証
さ
せ
た
）
11
（

」。
ア
メ
リ
カ
の
任
命
行
為
確
定
の
た
め
の

聴
聞
会
（con

firm
ation

�h
earin

g

）
の
よ
う
に
人
格
や
政
治
嗜
好
な
ど
へ
の
質
問
は
な
さ
れ
ず
、
法
律
扶
助
制
度
と
裁
判
の
テ
レ
ビ
中

継
の
問
題
く
ら
い
が
）
1（
（

、
せ
い
ぜ
い
政
策
に
関
す
る
質
問
で
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
聴
聞
は
判
事
の
適
格
性
を
見
る
も
の
で
、
判
事
の

人
と
な
り
を
国
民
に
知
ら
し
め
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
教
育
的
効
果
が
見
事
に
は
か
ら
れ
た
と
い
え
る
）
11
（

。
と
同
時
に
、

ク
レ
チ
エ
ン
ま
で
の
政
治
状
況
と
異
な
り
、
秘
密
の
（closed�door

）
任
命
決
定
へ
の
不
信
と
Ｓ
Ｃ
Ｃ
へ
の
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
の
証
と
も
い
え
よ
う
）
11
（

。

二
〇
〇
八
年
四
月
、M

ich
el�B

バ

ス

ト

ラ

シ

ュ

astrach
e

（N

ニ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク

ew
B
run
sw
ick

州
（
大
西
洋
地
域
）
出
身
）
の
退
官
を
う
け
て
、
法
務
大
臣R

ob�

N

ニ

コ

ル

ソ

ン

ich
olson

は
、
五
月
、
大
西
洋
地
域
か
ら
任
命
候
補
者
リ
ス
ト
を
出
す
べ
く
、
同
区
域
の
諸
州
に
相
談
を
始
め
、
議
員
五
名
（
二
名

が
与
党
（
政
府
）
で
野
党
か
ら
各
一
名
）
か
ら
な
る
選
任
パ
ネ
ル
に
提
出
し
た
。
こ
の
パ
ネ
ル
が
秘
密
裡
に
三
名
に
絞
ら
れ
た
候
補
者

リ
ス
ト
を
首
相
に
提
出
し
、
首
相
が
選
任
し
た
一
名
が
議
会
の
委
員
会
に
出
頭
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
議
会
に
個
別
任
命
委
員
会
を
立

ち
上
げ
る
と
し
、か
か
る
プ
ロ
セ
ス
の
有
用
性
を
強
調
し
た
が
、ま
も
な
くN

ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア

ova
S
cotia

控
訴
裁
判
所
判
事
のT

ク

ロ

ム

ウ

ェ

ル

h
om
as
A
lbert

C
rom
w
ell

を
任
じ
る
と
発
表
し
、
議
会
委
員
会
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
九
月
五
日
、
首
相
と
法
務
大

臣
は
、
野
党
が
こ
の
選
任
パ
ネ
ル
の
構
成
に
反
発
し
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
任
命
は
政
府
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
た
め
、
選
任
パ
ネ

ル
は
中
断
さ
れ
る
と
宣
言
し
た
。
一
方
で
首
相
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
下
院
の
個
別
諮
問
委
員
会
の
質
疑
応
答
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
な
け

れ
ば
任
命
さ
れ
な
い
と
も
言
っ
て
い
た
。

こ
の
発
言
か
ら
二
日
後
、
下
院
は
解
散
さ
れ
て
、
総
選
挙
が
一
〇
月
一
四
日
に
行
わ
れ
、
保
守
党
が
政
権
を
維
持
す
る
が
、
そ
の
基



二
八
〇

盤
は
脆
弱
と
な
っ
た
。
一
一
月
一
八
日
に
議
会
が
召
集
さ
れ
る
も
、
一
二
月
四
日
に
は
翌
年
一
月
二
六
日
ま
で
の
閉
会
が
宣
言
さ
れ
た
。

そ
の
間
、
首
相
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
議
会
の
審
査
の
後
直
ち
に
任
命
さ
れ
る
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
六
カ
月
以
上
も
一
人
欠
い
た
状
態

で
運
営
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
早
く
解
消
さ
れ
る
の
が
立
憲
主
義
の
要
請
だ
と
法
務
大
臣
は
認
識
し
て
、
将
来
的
に
は
個
別
諮
問

委
員
会
の
審
査
を
続
け
る
と
し
た
う
え
で
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
二
日
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判

事
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
九
年
一
月
二
九
日
就
任
）。
政
府
は
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
引
き
続
き

任
命
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
努
め
る
と
し
た
。
聴
聞
の
手
続
が
廃
止
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
３
）　

議
会
聴
聞
（Parliam

entary H
earing

）
の
浸
透

議
会
に
よ
る
聴
聞
プ
ロ
セ
ス
は
、
将
来
も
継
続
す
る
と
政
府
は
言
明
し
て
お
り
、
ま
た
、
も
と
も
と
自
由
党
が
改
革
に
乗
り
出
し
た

の
を
保
守
党
が
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
維
持
さ
れ
よ
う
）
11
（

。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
法
的
根
拠
は
な
い
。
任
命
さ
れ
た
候
補
者
は
下
院
の
個
別
委
員
会
で
質
疑
応
答
を
受
け
る
と
の
政
府
声
明
に
基
づ

く
。
継
承
さ
れ
て
慣
習
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
立
法
等
で
整
備
し
よ
う
と
の
動
き
は
な
い
。
判
事
任
命
は
憲
法
で
認
め
ら
れ

た
総
督
の
固
有
の
権
限
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
議
会
が
い
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
府
が
任
じ
た
新
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
お
披
露
目

と
い
っ
た
要
素
が
あ
る
。

こ
の
制
度
の
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
ホ
ッ
グ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
）
11
（

。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
公
民
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
仕
事
と
そ
の
判
事
の
役
割
に
何
ら
か
の
洞
察
を
与
え
、
指
名
さ
れ
た
者
を
公
民
に
紹
介
す
る
。
こ

れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
、
こ
こ
カ
ナ
ダ
で
起
こ
る
可
能
性
は
低
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
く
適
格
で
な
い
判
事
を
任



二
八
一

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

じ
る
こ
と
へ
の
防
御
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
指
名
の
聴
聞
を
今
や
特
徴
づ
け
て
い
る
政
党
間
の
怨
嗟
（partisan

�ran
cour

）
も
な
け
れ
ば
、
カ

ナ
ダ
の
聴
聞
を
損
う
よ
う
な
可
能
性
も
低
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
ナ
ダ
の
政
党
を
分
断
し
て
い
る
争
点
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
決
を
含
ま
な
い
し
、
政

党
間
の
口
論
（squabbles

）
は
カ
ナ
ダ
で
の
指
名
の
聴
聞
に
安
全
に
設
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ス
テ
ィ
ン
の
指
名
の
聴
聞
を
跡
付
け

た
礼
義
正
し
さ
と
慇
懃
さ
（civility�an

d�courtesy

）
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
判
事
の
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
同
様
に
跡
付
け
た
で
あ
ろ
う

と
信
じ
る
。

ア
メ
リ
カ
を
意
識
し
違
い
を
強
調
し
て
、
聴
聞
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
。
ホ
ッ
グ
は
、
議
会
の
聴
聞
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ

は
憲
法
上
の
制
度
で
あ
り
政
党
政
治
の
受
難
を
受
け
る
一
方
、
カ
ナ
ダ
で
は
憲
法
上
の
制
度
で
は
な
く
諮
問
に
止
ま
り
、
政
府
も
よ
い

政
治
は
よ
い
任
命
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
し
、
民
主
主
義
で
は
重
要
な
判
決
は
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
制
度
は
功
利

が
大
き
い
と
評
価
す
る
）
11
（

。

ア
メ
リ
カ
は
大
統
領
の
任
命
権
を
軸
と
し
て
、
そ
れ
に
上
院
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
聴
聞
会
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー

判
事
に
始
ま
る
）
は
、
大
統
領
対
議
会
の
政
党
政
治
の
闘
争
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
た
も
の
で
、
一
大
政
治
バ
ト
ル
で
あ
る
。
候
補
者
も

相
当
の
肉
体
的
心
理
的
負
担
を
被
る
で
あ
ろ
う
）
11
（

。
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
最
高
裁
判
事
の
任
命
に
は
上
院
の
同
意
を
要
す
る
と
規
定
し
て
い

る
が
（
二
条
二
節
二
項
）、
連
邦
裁
判
所
判
事
す
べ
て
の
任
命
も
同
様
で
あ
る
の
に
対
し
）
11
（

、
カ
ナ
ダ
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
み
議
会
の
聴
聞

に
か
け
る
制
度
思
考
で
あ
る
（
連
邦
下
級
審
判
事
は
司
法
諮
問
委
員
会
（Judicial�A

dvisory�B
oard

）
の
助
言
に
基
づ
い
て
内
閣
が
行

う
）。
執
行
権
の
任
命
権
は
同
じ
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
こ
に
議
会
上
院
の
承
認
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
共
和
主
義
原
理
に

基
づ
く
）
11
（

。
上
院
の
役
割
も
重
要
で
、
執
行
権
優
位
を
説
い
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
で
さ
え
、
大
統
領
の
任
命
権
（
最
高
裁
判
事
も
上
級
官
史
任

命
権
も
同
じ
）
に
適
切
で
効
果
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
な
し
う
る
と
し
て
い
る
）
11
（

。



二
八
二

カ
ナ
ダ
の
学
者
の
分
析
を
通
し
て
）
1（
（

、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
セ
ス
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
指
名
候
補
者
の
選
定
（n

om
in
ation

）

プ
ロ
セ
ス
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
大
統
領
の
独
断
と
な
る
。
一
般
に
、
大
統
領
の
顧
問
や
法
務
長
官
、
法
務
省
の
上
級
幹
部
、
さ
ら
に

は
法
曹
協
会
な
ど
の
民
間
人
と
相
談
し
て
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
最
初
の
候
補
者
リ
ス
ト
が
慎
重
に
作
成
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
挙

が
っ
て
い
る
候
補
者
に
、
法
務
省
か
ら
私
生
活
に
関
す
る
質
問
状
が
送
付
さ
れ
る
。
こ
の
時
法
務
省
は
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
Ａ
Ｂ

Ａ
）
の
司
法
委
員
会
（S

tan
din
g
�C
om
m
ittee�on

�th
e�Judiciary

）
に
候
補
者
の
評
価
を
尋
ね
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
連
邦
捜
査

局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
が
候
補
者
す
べ
て
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
大
統
領
は
指
名
者
を
絞
り
、
上
院
に
送
付
す

る
。
承
認
プ
ロ
セ
ス
は
上
院
司
法
委
員
会
（C

om
m
ittee�on

�th
e�Judiciary

）
に
委
ね
ら
れ
る
。
委
員
会
が
始
動
す
る
前
に
必
要
な
調

査
を
ス
タ
ッ
フ
に
命
じ
、
財
政
状
況
や
党
派
性
、
過
去
の
判
決
等
に
関
す
る
別
の
詳
細
な
質
問
状
が
候
補
者
に
送
付
さ
れ
る
。
こ
れ
は

性
質
の
許
す
限
り
公
開
さ
れ
る
。
ま
た
Ａ
Ｂ
Ａ
も
個
人
的
資
質
を
判
断
し
て
評
価
し
、「
適
格
十
分
（h

ig
h
ly�qualified

）」「
適
格
」

「
不
適
格
」
の
い
ず
れ
か
を
委
員
会
に
答
申
す
る
。
指
名
さ
れ
た
者
は
自
分
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
委
員
長
な
ど
、
重
要
な
上
院
議

員
と
会
う
こ
と
も
あ
る
。
委
員
会
は
原
則
公
開
で
、
指
名
者
と
証
人
を
呼
ん
で
質
疑
応
答
し
、
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
く
。

こ
の
後
も
委
員
会
は
書
面
で
質
問
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、
こ
の
公
聴
会
か
ら
一
週
間
後
、
都
合
の
よ
い
時
に
委
員
会
表
決

と
な
る
。

上
院
本
会
議
（full�S

en
ate

）
は
是
認
、
否
認
、
推
薦
な
し
（
上
院
へ
の
報
告
書
に
載
せ
な
く
て
も
反
対
で
き
る
）
の
三
つ
の
意
思

表
示
を
な
し
う
る
。
上
院
議
員
は
自
分
の
表
決
の
理
由
を
詳
細
に
語
り
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
候
補
者
の
司
法
哲
学
や

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
あ
る
い
は
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
基
に
判
断
し
て
、
表
決
行
動
を
と
る
と
い
う
。
上
院
規
則
で
は
、

不
承
認
が
多
け
れ
ば
上
院
本
会
議
に
上
程
し
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
伝
統
的
に
は
上
程
す
る
。
是
認
以
外
の
報
告

は
、
本
会
議
で
こ
の
指
名
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。



二
八
三

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

本
会
議
に
上
程
さ
れ
る
と
、
上
院
全
体
で
討
論
と
表
決
が
な
さ
れ
る
。
承
認
は
単
純
多
数
で
よ
い
が
、
上
院
に
は
討
論
に
時
間
制
限

が
な
い
た
め
、
討
論
終
結
（cloture

）
に
出
席
上
院
議
員
五
分
の
三
が
賛
成
の
票
決
を
す
れ
ば
、
終
わ
る
。
上
院
は
憲
法
上
承
認
を
行

う
だ
け
で
、
上
院
の
礼
節
か
ら
、
指
名
さ
れ
た
者
を
否
決
し
た
か
ら
と
い
っ
て
別
の
人
物
を
推
薦
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
上
院

が
閉
会
し
て
い
る
時
に
空
席
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
大
統
領
は
辞
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
、
次
の
上
院
が
開
会
さ
れ

る
ま
で
効
力
を
有
す
る
（
二
条
二
節
三
項
）。
こ
れ
は
過
去
に
一
二
回
あ
る
（
最
近
の
例
は
一
九
五
八
年
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領

がP

ス

テ

ュ

ア

ー

ト

otter
S
tew
art

判
事
を
任
じ
た
時
）。

大
統
領
は
、
党
派
性
（
政
党
と
し
て
の
意
向
）、
政
策
、
個
人
的
志
向
の
三
つ
の
目
的
か
ら
選
定
す
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
地

域
性
が
大
統
領
の
頭
を
か
す
め
る
こ
と
が
あ
り
、
実
際
、
ニ
ク
ソ
ン
は
南
部
人
を
選
任
す
る
の
に
骨
を
折
っ
た
（L

パ

ウ

エ

ル

ouis
F
.
P
ow
ell

判

事
を
選
任
）。
レ
ー
ガ
ン
は
選
挙
公
約
に
従
っ
て
女
性
の
判
事
（S

オ

コ

ナ

ー

an
dra
D
ay
O

’C
on
n
or

）
を
任
じ
て
い
る
。
友
情
や
個
人
的
な
関
係
、

大
統
領
の
個
人
的
評
価
も
小
さ
く
な
い
と
さ
れ
る
。M

マ
ク
ラ
ウ
ド

cL
eod

は
、
直
接
公
選
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
最
高
裁
判
事
の
指
名
と
承
認
の

プ
ロ
セ
ス
は
公
的
な
参
加
が
致
命
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
す
る
）
11
（

。
ア
メ
リ
カ
で
は
地
域
性
は
要
件
と
さ
れ
な
い
か
ら
、
判

事
の
出
身
州
は
さ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
ず
、
候
補
者
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
連
邦
の
み
の
判
断
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
最
高
裁
と
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
機
能
や
位
置
づ
け
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
）
11
（

。
大
き
く
異
な
る
の
は
、
憲
法
で
判
事
任
命
の
法
律
要

件
を
議
会
（
上
院
）
の
承
認
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
様
式
は
カ
ナ
ダ
に
導
入
し
難
い
。
ア
メ
リ
カ
は
政
党
の
拘
束
が

緩
い
が
、
カ
ナ
ダ
は
強
固
で
あ
り
、
委
員
会
も
さ
し
た
る
独
立
性
や
権
限
は
な
い
）
11
（

。
ア
メ
リ
カ
的
な
議
会
の
関
与
の
モ
ー
ド
に
は
、
カ

ナ
ダ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
と
な
る
。



二
八
四

（
４
）　

議
会
聴
聞
へ
の
批
判
―
政
治
化
と
司
法
権
の
独
立

こ
う
し
た
議
会
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
こ
と
自
体
に
否
定
的
な
考
え
が
あ
る
。
い
ち
早
く
、
マ
ー
チ
ン
首
相
が
そ
う
し
た
改
革

に
乗
り
出
し
た
時
、
カ
ナ
ダ
法
曹
協
会
（C

an
adian

�B
ar�A
ssociation

（C
B
A

））
が
強
固
に
反
対
し
て
い
る
。
マ
ー
チ
ン
あ
て
の
二

〇
〇
四
年
三
月
八
日
の
書
簡
で
は
、
三
八
、〇
〇
〇
以
上
も
の
法
曹
を
抱
え
る
Ｃ
Ｂ
Ａ
の
代
表
と
し
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
候
補
者
の
議
会

審
査
は
ア
メ
リ
カ
的
な
公
聴
会
の
制
度
で
あ
っ
て
政
治
化
を
招
く
と
し
て
、
強
く
反
対
す
る
と
し
て
い
る
）
11
（

。

Ｃ
Ｂ
Ａ
が
こ
だ
わ
る
の
は
司
法
権
の
独
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
、
専
門
性
、
代
表
性
、
効
率
性
、
公
平
性
を
要

素
と
し
、
判
事
任
命
は
「
業
績
に
の
み
基
づ
き
、
究
極
的
に
は
社
会
全
体
の
多
様
性
を
反
映
す
る
、
開
か
れ
た
透
明
性
の
あ
る
プ
ロ
セ

ス
を
支
持
す
る
」。
議
会
審
査
は
こ
れ
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、「
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
政
治
化
さ
せ
（politicize

）、
司
法
権
独
立
の
原

理
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
し
、「
Ｃ
Ｂ
Ａ
は
、
判
事
を
そ
の
判
決
に
つ
い
て
議
会
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
し
、
判
事
の
信
条

や
志
向
、
あ
る
い
は
法
廷
意
見
、
あ
る
い
は
司
法
部
が
立
法
部
に
回
答
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
カ
ナ
ダ
人
に
与
え
か
ね
る
よ
う
な
、

い
か
な
る
手
法
に
対
す
る
尋
問
（cross�exam

in
ation

）
に
な
り
か
ね
な
い
、
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
に
も
強
固
に
反
対
す
る
」。

Ｃ
Ｂ
Ａ
は
現
行
プ
ロ
セ
ス
が
最
良
の
判
事
の
任
命
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
の
認
識
か
ら
、
一
九
八
四
年
に
マ
ッ
ク
ル
ヴ
ィ
報
告

（M
cK
elvey�R

eport

）
と
い
う
改
革
案
を
出
し
て
い
る
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
は
適
格
な
判
事
を
選
定
す
る
の
が
目
的
で
、
メ
リ
ッ
ト
が
最

も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
る
。
時
間
も
限
ら
れ
、
法
律
の
専
門
家
で
な
い
議
員
が
そ
こ
で
適
正
な
判
断
が
で
き
る
か
と

い
え
ば
、
心
も
と
な
い
。
議
会
の
党
派
性
や
政
治
色
が
む
き
だ
し
と
な
る
な
か
で
選
任
さ
れ
れ
ば
、
司
法
の
独
立
を
脅
か
し
か
ね
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
で
選
任
の
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
は
必
要
で
あ
り
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
以
外
の
連
邦
裁
判
所
判
事
に
つ
い
て
創
設
さ
れ
て

い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
法
務
長
官
も
含
む
法
律
専
門
家
か
ら
な
る
特
別
諮
問
委
員
会
（S

pecial�A
dvisory�C

om
m
ittee

）
に
よ
る
審

査
と
推
薦
を
提
案
す
る
。
Ｃ
Ｂ
Ａ
の
報
告
書
は
、「
候
補
者
の
議
会
審
査
を
、
そ
れ
が
任
命
プ
ロ
セ
ス
を
政
治
化
さ
せ
司
法
の
独
立
か



二
八
五

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

ら
逸
脱
さ
せ
る
か
ら
、
支
持
し
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。

ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
民
自
由
協
会
も
、
議
会
の
聴
聞
は
否
定
す
る
）
11
（

。
現
状
を
執
行
権
専
権
の
不
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と

批
判
し
、
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
心
掛
け
た
改
革
は
訴
え
る
。
一
方
で
、
司
法
権
の
独
立
と
公
平
性
の
憲
法
原
理
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
選
任
プ
ロ
セ
ス
は
、
メ
リ
ッ
ト
主
義
、
民
主
的
正
当
性
、
独
立
公
平
な
司
法
権
を
原
理

と
す
べ
き
と
す
る
。
透
明
性
は
議
会
ほ
ど
求
め
ら
れ
ず
、
問
題
は
司
法
権
の
独
立
性
と
公
平
（im

partiality

）
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ

ロ
セ
ス
に
ど
う
反
映
し
て
く
る
か
で
あ
る
。
民
主
的
正
当
性
を
推
し
進
め
れ
ば
よ
り
大
き
な
議
会
の
参
画
が
要
請
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

司
法
権
の
独
立
と
公
平
性
は
非
政
治
化
（depoliticization

）
を
要
求
す
る
。
議
会
承
認
を
判
事
任
命
の
法
律
要
件
と
し
て
い
る
の
は

ア
メ
リ
カ
く
ら
い
し
か
な
く
、
議
員
が
判
事
予
定
者
に
特
定
の
事
件
や
、
個
人
的
価
値
観
や
争
点
と
な
る
政
治
や
社
会
の
問
題
に
つ
い

て
尋
ね
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
議
会
の
聴
聞
は
政
治
的
操
作
（m

an
ipulation

）
で
あ
り
、
司
法
権
の
独
立
を
脅
か
す
と
い
う
。
た

だ
、
諮
問
委
員
会
制
度
は
適
切
で
、
そ
こ
で
候
補
者
を
絞
っ
て
そ
の
な
か
か
ら
首
相
に
最
終
的
に
選
ば
せ
る
制
度
を
提
示
す
る
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
Ｃ
Ｒ
Ａ
で
、
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
、
第
三
者
的
機
関
で
の
推
薦
に
基
づ
い
て
執
行
権
が
任

命
す
る
仕
組
み
に
変
わ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
目
か
ら
カ
ナ
ダ
の
こ
の
聴
聞
の
制
度
を
評
価
す
る
者
が
あ
る
）
11
（

。
カ
ナ
ダ
に
は
、
ア
メ
リ

カ
の
よ
う
に
政
治
性
が
蔓
延
し
司
法
権
の
独
立
が
脅
か
さ
れ
る
と
の
懸
念
は
な
い
し
、
候
補
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
こ
と
も

な
く
、
良
い
候
補
者
を
探
す
こ
と
は
こ
う
し
た
価
値
に
凌
駕
す
る
と
い
う
。「
市
民
は
自
分
た
ち
の
頂
点
の
裁
判
所
に
座
り
、
偉
大
な

モ
ラ
ル
を
も
ち
、
政
治
的
に
敏
感
な
争
点
を
決
断
す
る
人
に
つ
い
て
適
切
に
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
こ
の
次
元
の
判
事
は
、

匿
名
性
を
要
求
し
て
文
字
通
り
の
隠
喩
的
な
鬘
の
背
後
に
隠
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。）
11
（

議
会
の
聴
聞
は
、
英
国
の
み
な
ら
ず
コ
モ
ン

ロ
ー
諸
国
へ
の
刺
激
と
な
る
と
す
る
。

議
会
の
聴
聞
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
が
議
会
政
治
の
党
派
性
の
な
か
で
、
時
の
政
治
と
密
着



二
八
六

し
た
判
事
が
任
命
さ
れ
、
ま
た
判
事
の
報
酬
な
ど
身
分
も
議
会
に
よ
っ
て
ち
ら
つ
か
さ
れ
て
、
司
法
権
の
独
立
が
脅
か
さ
れ
る
懸
念
が

あ
る
）
11
（

。
議
会
関
与
に
は
司
法
権
の
独
立
に
配
慮
し
た
限
界
も
十
分
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
５
）
展
望

モ
ー
ト
ン
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
に
は
四
つ
の
力
が
作
用
し
て
い
る
と
す
る
）
11
（

。
第
一
が
保
守
的
な
動
き
で
、
現
状

維
持
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
法
曹
協
会
や
自
由
党
な
ど
が
そ
う
だ
と
す
る
。
第
二
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
政
治
の
唱
道

（iden
tity�politics�advocates

）
で
、
司
法
の
構
成
は
社
会
の
多
様
性
を
映
す
鏡
た
る
べ
き
だ
と
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
メ

リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
と
の
衝
突
が
問
題
と
な
る
。
第
三
が
連
邦
制
で
あ
り
、
州
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
過
程
に
直
接
参
入
し
た
い
と
要
請

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
第
四
が
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
で
、
野
党
も
巻
き
込
ん
だ
議
会
で
の
公
聴
会
の
動
き
で
あ
る
。
モ

ー
ト
ン
自
身
は
、
二
〇
〇
四
年
の
下
院
の
報
告
書
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
く
と
分
析
し
て
い
る
）
1（
（

。

現
行
が
問
題
な
い
と
さ
れ
て
、
起
動
し
て
い
く
と
な
れ
ば
、
総
督
（
執
行
権
）
の
任
命
権
の
憲
法
の
枠
組
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
、
議

会
の
関
与
、
特
に
聴
聞
を
経
る
プ
ロ
セ
ス
が
合
憲
的
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
議
会
の
関
与
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
選
任

プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
維
持
向
上
さ
せ
る
効
果
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
点
か
ら
議
会
（
委
員
会
）

関
与
の
手
続
や
権
能
が
繊
細
に
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
さ
し
ず
め
、
以
下
の
四
点
を
つ
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

第
一
に
、
議
会
の
権
限
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
。
判
事
選
任
が
執
行
権
固
有
の
権
限
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
界
を
明
確
に
し
て
お
く
。

議
会
を
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
絡
ま
せ
る
と
し
て
、
執
行
権
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
な
ら
踏
み
込
め
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
憲
法
上
、
執
行
権

の
選
任
権
は
侵
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
執
行
権
の
選
任
し
た
判
事
に
拒
否
権
を
行
使
す
る
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
ま
し



二
八
七

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

て
や
そ
れ
に
替
わ
る
新
た
な
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
議
会
委
員
会
の
権
能
は
限
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
運
用
で
は
、

拒
否
権
も
プ
ロ
セ
ス
を
遅
延
さ
せ
る
権
限
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
単
な
る
ラ
バ
ー
ス
タ
ン
プ
に
な
り
下
が
る
か
、
政
府
の

議
員
が
任
命
を
め
ぐ
っ
て
火
花
を
散
ら
す
か
、
の
ど
ち
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
）
11
（

。
委
員
会
に
は
執
行
権
の
選
任
し
た
判
事

を
不
適
格
者
と
し
て
報
告
す
る
権
能
（
拒
否
権
で
は
な
い
）
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
議
会
関
与
の
意
義
は
薄
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
、
そ
の
委
員
会
の
構
成
が
重
要
と
な
る
。
判
事
の
適
格
性
の
判
断
で
あ
れ
ば
、
法
曹
等
の
専
門
家
で
よ
く
、
ア
メ
リ
カ
の
よ

う
に
政
治
性
を
排
除
す
る
懸
念
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
る
。
し
か
し
、
民
主
性
と
執
行
権
独
断
の
排
除
抑
制
の
観
点
も
考
え
れ
ば
、
議
員
＝

公
選
政
治
家
も
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
議
員
の
構
成
は
ど
う
す
る
か
、
与
党
中
心
、
つ
ま
り
多
数
は
与
党
に
な
る
よ

う
に
す
る
の
か
、
議
員
構
成
の
比
例
性
を
考
え
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
か
、
そ
れ
と
も
議
員
を
有
す
る
各
政
党
に
平
等
に
配
分
す
る
の

か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
は
つ
き
つ
め
れ
ば
政
権
の
判
断
で
あ
る
。
議
会
の
委
員
会
が
か
か
る
権
能
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
聴

聞
は
通
過
儀
礼
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
制
度
に
し
た
の
に
は
、
党
派
を
超
え
て
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
人
と
な
り
を
知
り
、
政
権

の
任
命
の
背
景
を
白
日
に
さ
ら
す
と
い
う
意
義
が
あ
る
か
ら
、
個
別
委
員
会
も
政
権
側
、
つ
ま
り
与
党
議
員
や
そ
の
と
り
ま
き
で
仕
切

ら
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
目
的
を
果
た
す
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
る
。
委
員
の
構
成
は
重
要
で
あ
る
。

自
由
党
が
設
け
た
最
初
の
選
任
委
員
会
は
、
全
政
党
を
代
表
す
る
者
七
名
と
法
曹
で
構
成
さ
れ
た
。
自
由
党
か
ら
三
名
（D

erek
�

L
ee,�S

ue�B
arn
es,�D

en
is�P
aradis

）、
保
守
党
か
ら
二
名
（V

ic�T
oew
s,�P
eter�M

acK
ay

）、
ケ
ベ
ッ
ク
連
合
一
名
（R

ich
ard�

M
arceau

）、
新
民
主
党
一
名
（Joe�C

om
artin

）、
そ
れ
に
ア
ッ
パ
ー
カ
ナ
ダ
法
曹
協
会
（Julian

�P
orter

）
と
カ
ナ
ダ
司
法
協
議
会
か

ら
現
連
邦
高
裁
長
官
（Joh

n
�R
ich
ard

）
で
あ
る
。D

リ

ー

erek
L
ee

が
委
員
長
を
務
め
、
以
下
の
基
準
が
示
さ
れ
る
。
①
専
門
職
能
力
＝
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知
性
、
文
章
力
、
包
容
力
、
決
定
力
、
勤
勉
、
協
働
能
力
、
人
種
、
性
、
そ
の
他
細
か
い
問
題
の
認
識
度
、
英
仏
両
言
語
能
力
、
裁
判

所
に
要
求
さ
れ
る
特
別
の
技
術
②
人
格
＝
真
摯
、
清
廉
、
公
平
無
私
、
忍
従
、
礼
譲
、
機
転
、
謙
虚
、
公
平
。
委
員
会
は
八
月
二
四
日

火
曜
日
に
、
任
命
さ
れ
る
者
の
氏
名
や
人
物
の
資
料
を
受
領
、
翌
日
法
務
大
臣
を
迎
え
て
討
論
、
二
六
日
木
曜
日
も
討
議
し
、
二
七
日

の
金
曜
日
に
は
報
告
書
を
首
相
と
内
閣
に
提
出
す
る
。
な
お
こ
れ
と
は
別
に
、
今
後
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
か
た
を

具
申
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
充
足
度
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
を
呼
ん
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
、
議
会
関
与
の
目
玉
が
聴
聞
に
あ
る
な
ら
、
そ
の
手
続
を
政
治
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た
委
員
会
の
権
限
を
考
慮
し

て
、
判
事
の
弁
明
や
委
員
に
よ
る
質
問
事
項
に
限
界
は
な
い
の
か
、
ど
こ
ま
で
深
く
掘
り
下
げ
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
堀
り
下
げ
る

べ
き
な
の
か
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
（
厳
密
な
予
定
者
）
に
応
答
を
拒
否
す
る
権
利
を
認
め
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
質

問
に
特
に
限
界
は
設
定
さ
れ
な
い
が
、
議
員
に
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
なcon

firm
ation

�h
earin

g

に
し
て
は
な
ら
な
い
自
覚
は
あ
る
し
、

こ
の
こ
と
が
聴
聞
を
合
憲
的
に
運
営
さ
せ
る
カ
ギ
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
候
補
者
以
外
に
参
考
人
を
呼
ん
で
質
疑
応
答
す
る
手

続
は
、
意
図
さ
れ
な
い
。
判
事
任
命
を
議
会
と
大
統
領
の
い
わ
ば
合
同
行
為
と
す
る
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
り
、
カ
ナ
ダ
は
執
行
権
固
有

の
権
限
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
え
る
。

第
四
に
、
議
会
関
与
の
手
続
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
ど
こ
ま
で
公
開
す
る
か
で
あ
る
。
執
行
権
が
議
会
に
呈
示
す
る
候
補
者
が
聴
聞

ま
で
非
公
開
で
な
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
首
相
が
次
期
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
指
名
を
正
式
に
公
表
す
る
ま
で
秘
密
裡
に
行
う
の
に
は
、
争
い
が

な
い
。
聴
聞
も
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
改
革
の
趣
旨
に
か
な
う
。
そ
の
後
、
委
員
会
の
当
該
候
補
者
を
良
し
と
判
断
す
る

審
議
が
、
委
員
会
公
開
の
原
則
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
か
は
、
問
題
と
な
ろ
う
。



二
八
九

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

４　

聴
聞
で
審
査
す
る
こ
と

―
適
格
性

審
査
の
次
元
、
つ
ま
り
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
で
基
準
と
し
て
関
心
と
な
る
も
の
は
、
専
門
性
（profession

al�dim
en
sion

）、
州
間
の
バ

ラ
ン
ス
（federalism

�dim
en
sion

）、
人
種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
社
会
の
代
表
性
（represen

tation
�dim

en
sion

）、
透
明
性
と
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（accoun

tability�an
d�tran

sparen
cy�dim

en
sion

）、
首
相
の
息
が
か
か
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
与
党
の
志
向
性

（partisan
�political�dim

en
sion

）、
独
立
性
（in

depen
den
ce�dim

en
sion

）
が
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。
こ
の
う
ち
代
表
性
は
何
を
ど
の
よ
う
に
、

ま
た
何
を
優
先
し
て
代
表
さ
せ
る
か
に
ル
ー
ル
が
な
い
か
ら
、
議
論
と
な
ろ
う
）
11
（

。

人
口
構
成
か
ら
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
女
性
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
に
ト
ル
ー
ド
首
相
が
初
の
女
性
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事

B

ウ

ィ

ル

ソ

ン

erth
a
W
ilson

を
任
じ
て
以
来
、
マ
ル
ル
ー
ニ
首
相
がC

laire
L

ロ

ー

リ

ュ

デ

ュ

ベ

’H
eureux‑D

ubé

とB

マ

ク

ラ

ッ

ク

リ

ン

everley
M
cL
ach
lin

を
任
命
、
一
九
九
一
年
に

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
退
官
し
た
あ
と
女
性
を
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
に
男
性
判
事
のP

コ

ー

リ

eter
C
ory

が
退
官
し
た
際

に
は
、
ク
レ
チ
エ
ン
首
相
は
女
性
判
事L

ア

ー

バ

ー
ouise

A
rbour

を
後
任
と
さ
せ
、
二
〇
〇
二
年
に
ロ
ー
リ
ュ
デ
ュ
ベ
が
退
官
し
た
と
き
も
、

ケ
ベ
ッ
ク
の
女
性
判
事M

デ

シ

ャ

ン

arie
D
esch
am
ps

を
後
任
と
さ
せ
て
い
る
）
11
（

。

少
数
者
、
と
り
わ
け
先
住
民
の
代
表
性
は
ど
う
か
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
は
社
会
の
多
様
性
を
反
映
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ナ
ダ
は
多
文
化
社
会
で
あ
り
、
国
家
も
イ
ギ
リ
ス
系
と
フ
ラ
ン
ス
系
と
先
住
民
の
三
つ
の
民
族
の
取
極
め
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ｓ

Ｃ
Ｃ
判
事
に
フ
ラ
ン
ス
系
（
ケ
ベ
ッ
ク
州
）
は
三
名
の
枠
が
保
障
さ
れ
た
が
、
先
住
民
へ
の
配
慮
は
立
法
に
は
な
い
。

一
九
八
二
年
憲
法
は
、「
カ
ナ
ダ
国
民
の
多
文
化
的
伝
統
の
維
持
お
よ
び
発
展
と
一
致
す
る
よ
う
に
解
釈
」（
二
七
条
）
さ
れ
て
、
明

文
で
先
住
民
の
権
利
も
承
認
さ
れ
保
障
さ
れ
る
（
三
五
条
一
項
）。
カ
ナ
ダ
の
先
住
民
と
は
「
カ
ナ
ダ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
イ
ヌ
イ
ッ
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ト
、
お
よ
び
メ
テ
ィ
ス
」
を
い
う
（
同
条
二
項
）。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
（civil�law

）
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
on
�law

）、
そ

し
て
先
住
民
の
法
（aborig

in
al�law

）
か
ら
生
じ
る
紛
争
を
扱
う
か
ら
、
法
多
元
主
義
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
に
先
住
民
が
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ

の
正
当
性
も
正
義
も
成
立
し
な
い
の
だ
と
、
批
判
さ
れ
る
）
11
（

。
先
住
民
の
権
利
は
手
続
も
実
体
も
保
障
さ
れ
る
か
ら
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
も
そ
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
、
先
住
民
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
席
を
創
設
す
る
な
ど
、
特
別
の
任
命
の
可
能
性
を
探
る
べ
き
だ
と
す
る
。「
先
住
民
に
と

っ
て
カ
ナ
ダ
統
治
機
関
の
正
統
性
は
、
究
極
に
は
そ
う
し
た
機
関
へ
彼
ら
が
参
画
し
て
い
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
…
カ
ナ
ダ
の
す

べ
て
の
裁
判
所
で
の
先
住
民
に
影
響
を
与
え
る
法
的
判
断
は
、
そ
れ
ら
の
判
断
に
先
住
民
が
参
加
し
て
い
な
け
れ
ば
、
決
し
て
完
璧
に

正
統
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
」。

エ
ス
ニ
ッ
ク
の
バ
ラ
ン
ス
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
で
考
慮
さ
れ
よ
う
が
、
規
範
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
が

社
会
の
多
様
性
を
反
映
す
る
代
表
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
が
定
着
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
判
事
は
そ
う
し
た
民
主
的
原

理
に
根
差
し
て
選
出
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
で
な
い
現
実
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
構
成
や
そ
の
選
任
手
続

に
は
民
主
的
欠
陥
が
あ
る
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
べ
か
ら
く
判
事
任
命
を
こ
う
割
り
切
る
の
が
新
現
実
主
義
法
理
論
（n

eo‑realist�th
eory�of�law

）
で
、
法
は
政
治
の
形
態
を
と

ら
ざ
る
を
え
ず
、
判
事
は
政
治
的
行
動
者
と
な
っ
て
、
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）
11
（

。
一
方
で
、
こ
う
し
た

割
り
切
り
が
司
法
権
本
来
の
少
数
者
の
人
権
保
護
機
能
を
埋
没
し
か
ね
な
い
と
警
戒
す
る
者
（S

ソ

ッ

シ

ン

ossin

）
も
あ
る
。
民
主
性
を
高
め
る

方
法
で
の
改
革
は
同
時
に
、
反
多
数
者
主
義
と
い
う
権
利
保
護
機
関
と
し
て
の
司
法
権
の
立
憲
的
役
割
を
脅
か
す
パ
ラ
ド
ク
ス
に
留
意

す
べ
き
と
い
う
）
11
（

。
無
論
、
判
事
任
命
に
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
要
求
さ
れ
る
と
力
説

し
た
う
え
で
、
立
憲
シ
ス
テ
ム
が
執
行
権
に
判
事
任
命
の
番
人
と
し
て
の
役
割
を
与
え
て
い
る
こ
と
と
、
少
数
者
の
権
利
に
対
す
る
裁

判
所
の
保
護
的
な
役
割
を
支
え
公
民
が
信
頼
し
て
い
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
が
具
現
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る
）
11
（

。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
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一

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

は
、
全
判
事
の
任
命
に
ひ
い
き
（patron

ag
e

）
を
減
じ
て
メ
リ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
の
基
準
を
構
築
さ
せ
る
の
が
肝
要
だ
と
し
て
、
三
点

を
敷
衍
す
る
）
11
（

。
第
一
に
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
明
白
か
つ
包
括
的
な
デ
ー
タ
の
基
礎
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
二
に
、
ア
カ
ウ
ン
タ

ビ
リ
テ
ィ
は
判
事
の
選
定
と
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
実
質
的
な
基
準
の
両
方
を
明
確
に
す
る
、
公
開
さ
れ
た
指
針
な
い
し
そ
の
他
の
資
料

を
発
す
る
こ
と
で
高
め
ら
れ
る
。
第
三
に
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
監
視
に
よ
る
。
判
事
選
定
の
指
針
を
確
保
す
る
権
限
と
能
力
を

持
っ
た
機
関
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
判
事
の
党
派
性
は
顕
著
で
、
判
事
の
個
性
を
尊
ぶ
伝
統
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
全
員
一
致
の
判
決
率
は
約
四

〇
％
で
あ
る
の
対
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
六
〇
％
と
高
い
こ
と
を
示
し
、
ア
メ
リ
カ
の
判
事
は
思
想
に
コ
ミ
ッ
ト
し
非
協
力
的
で
あ
る
の
に
対

し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
そ
の
対
極
に
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
の
興
味
深
い
分
析
が
あ
る
）
1（
（

。
二
極
化
と
政
治
的
党
派
性
は
、
ア
メ
リ
カ
は
顕
著

で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
場
合
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
政
治
化
（politicization

）（
任
命
に
関
し
て
政
治
バ
ト
ル
が
あ
っ
た
り
、
任
命
さ
れ
た

個
人
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
題
と
さ
れ
た
り
す
る
）
が
低
い
こ
と
に
よ
る
と
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
は
政
治
性
を
問
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
カ
ナ
ダ
社
会
に
流
れ
る
政
治
見
解
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
は
そ
れ
な
り
に
民
主
的
で

中
立
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
と
り
た
て
て
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
積
極
的
意
義
は
見
出
し
難
い
と
す
る
）
11
（

。

は
た
せ
る
か
な
、
ハ
ー
パ
ー
政
権
は
議
会
の
聴
聞
の
織
り
込
ん
だ
任
命
手
続
を
再
び
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
。

５　

議
会
聴
聞
の
踏
襲
―
二
〇
一
一
年
の
二
人
の
判
事
の
任
命

二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
七
日
、
ハ
ー
パ
ー
首
相
は
、
シ
ャ
ロ
ン
（
女
性
）
と
ビ
ニ
ー
の
二
人
の
最
高
裁
判
事
の
退
位
を
受
け
て
、
こ

の
二
人
の
出
身
区
域
で
あ
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
か
ら
二
人
の
判
事
候
補
者
、
モ
ル
デ
イ
バ
ー
（M

ich
ael�M

oldaver

）
と
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
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ス
（A

n
drom

ach
e�K
arak
atsan

is

）
を
公
表
し
た
。
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
法
曹
協
会
か
ら
指
名
を
受
け
（
内
部
で
は
き
ち
ん
と
法
律
の
定

め
る
資
格
に
適
合
し
て
い
る
か
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い
る
）、
執
行
権
が
こ
の
二
名
を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
卓

越
し
た
法
律
家
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
く
、
争
点
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
両
判
事
は
カ
ナ
ダ
史
上
、
公
開
の
聴
聞
を
受
け
る
二
人
目

三
人
目
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
と
な
る
。
一
〇
月
一
九
日
に
両
名
の
聴
聞
が
三
時
間
余
り
行
わ
れ
、
映
像
と
も
公
開
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
一
〇
月
二

一
日
、
ハ
ー
パ
ー
は
両
名
を
正
式
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
命
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
で
認
証
式
が
行
わ
れ
た
。

モ
ル
デ
イ
バ
ー
は
一
九
四
七
年
生
ま
れ
で
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
一
九
七
三
年
に
弁
護
士
と
し
て
実
務
を
開
始
し
、O

sg
oode

（
ヨ
ー

ク
大
学
法
科
大
学
院
）
や
ト
ロ
ン
ト
大
学
法
科
大
学
院
で
も
刑
事
法
を
教
え
る
な
ど
、
刑
事
法
を
専
門
と
す
る
）
11
（

。
判
事
と
し
て
は
一
九

九
〇
年
四
月
一
二
日
、
オ
ン
タ
リ
オ
最
高
裁
判
所
（
現
在
オ
ン
タ
リ
オ
司
法
裁
判
所
（O

n
tario�C

ourt�of�Justice

））
に
任
じ
ら
れ
た
。

九
五
年
一
二
月
二
二
日
、
オ
ン
タ
リ
オ
控
訴
裁
判
所
判
事
と
な
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
一
日
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
と
な
る
。
ユ
ダ
ヤ
人

で
）
11
（

、
こ
て
こ
て
の
保
守
と
目
さ
れ
て
い
る
。

カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
は
一
九
五
五
年
生
ま
れ
で
、
法
科
大
学
院
卒
業
後
の
一
九
八
二
年
に
オ
ン
タ
リ
オ
控
訴
裁
判
所
調
査
官

（law
clerk

）
と
な
り
、
弁
護
士
と
し
て
は
数
年
間
、
刑
事
、
民
事
や
家
族
事
件
を
ト
ロ
ン
ト
で
こ
な
し
、
そ
の
後
一
五
年
間
、
オ
ン
タ

リ
オ
州
行
政
部
（P
ublic�S

ervice

）
で
幹
部
と
し
て
業
績
を
あ
げ
た
。
八
八
年
か
ら
九
五
年
ま
で
オ
ン
タ
リ
オ
酒
免
許
局
長
（C

h
air�

an
d�C
h
ief�E

xecutive�O
fficer�of�th

e�L
iquor�L

icen
ce

）、
九
五
年
か
ら
九
七
年
ま
で
法
務
副
長
官
兼
先
住
民
問
題
長
官
（S

ecretary�

for�N
ative�A

ffairs

）、
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
法
務
副
長
官
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
一
一
月
ま
で
オ
ン
タ
リ
オ

州
内
閣
官
房
長
官
（O

n
tario ’s�S

ecretary�of�th
e�C
abin
et�an

d�C
lerk
�of�th

e�E
xecutive�C

oun
cil

）
を
務
め
、
内
閣
へ
の
ア
ド
ヴ
ァ

イ
ザ
ー
と
し
て
、
同
州
の
行
政
に
指
導
力
を
発
揮
し
た
。
行
政
法
に
精
通
し
、
彼
女
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
初
の
ギ
リ
シ
ャ
系
カ
ナ
ダ
人
判
事
と
な

る
。
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三

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

法
務
大
臣
で
も
あ
る
委
員
長
ニ
コ
ル
ソ
ン
（N

iag
ara�F

alls,�

保
守
党
）
は
一
五
時
四
〇
分
の
開
会
の
演
説
で
、
こ
の
聴
聞
は
両
判

事
の
人
と
な
り
を
知
る
こ
と
で
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
透
明
性
を
も
た
ら
す
目
的
を
有
す
る
こ
と
、
首
相
が
、
六

名
の
候
補
者
リ
ス
ト
（
議
会
の
選
任
パ
ネ
ル
で
あ
げ
る
）
か
ら
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官
や
Ｃ
Ｂ
Ａ
、
ア
ッ
パ
ー
カ
ナ
ダ
法
曹
会
（L

aw
�

S
ociety

）、
オ
ン
タ
リ
オ
州
法
務
長
官
と
も
相
談
し
て
承
認
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、
参
考
人
の
ホ
ッ
グ
が
、
委
員
長

に
促
さ
れ
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
憲
法
的
背
景
や
留
意
点
を
簡
単
に
述
べ
た
。
ホ
ッ
グ
は
第
一
回
目
か
ら
議
会
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
携
わ

っ
て
お
り
、
一
貫
し
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
判
事
と
し
て
の
適
格
性
を
諮
る
も
の
で
、
委
員
か
ら
の
質
問
事
項
に
制
限
は
な
い
け
れ
ど

も
、
指
針
で
示
さ
れ
た
適
格
性
の
基
準
を
判
断
す
る
た
め
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
モ
ル
デ
イ
バ
ー
、
次
に

カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
分
く
ら
い
、
家
族
や
生
い
立
ち
な
ど
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
話
か
ら
始
め
、
キ
ャ
リ
ア
な
ど
自
分

の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
説
明
し
、
カ
ナ
ダ
憲
章
称
賛
で
し
め
く
く
る
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
委
員
か
ら
の
質
疑
と
両
名
か

ら
の
応
答
と
な
り
、
休
憩
を
は
さ
ん
で
、
最
後
に
ホ
ッ
グ
の
短
い
コ
メ
ン
ト
と
議
長
の
宣
言
で
、
一
九
時
一
五
分
く
ら
い
に
閉
会
し
た
。

与
党
保
守
党
の
公
共
安
全
省
政
務
官
（P

arliam
en
tary�S

ecretary

）
のC

ホ

プ

ナ

ー

an
dice
H
oeppn

er

（P
ortag

e-L
isg
ar

）
議
員
は
、
両
名
の

適
格
性
に
つ
い
て
当
委
員
会
は
全
員
一
致
で
問
題
な
し
と
さ
れ
た
こ
と
を
披
歴
し
）
11
（

、
こ
の
諮
問
委
員
会
は
さ
ほ
ど
緊
張
感
の
な
い
、
和

や
か
な
雰
囲
気
で
終
始
し
た
と
い
え
る
。

聴
聞
で
は
、
モ
ル
デ
イ
バ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
が
問
題
と
さ
れ
た
。
野
党
新
民
主
党
のJ

コ

マ

ー

テ

ィ

ン

oe
C
om
artin

（W
in
dsor‑T

ecum
seh

）

が
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
は
絶
対
条
件
で
は
な
い
か
と
、
早
速
か
み
つ
い
た
。
モ
ル
デ
イ
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
が
な
い
こ
と
を
素
直
に
認

め
、
こ
れ
か
ら
全
力
を
あ
げ
て
学
ぶ
こ
と
も
約
し
て
、
現
段
階
で
は
こ
れ
を
謝
罪
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
コ
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
先
に
任

命
さ
れ
た
ロ
ス
テ
ィ
ン
も
今
な
お
フ
ラ
ン
ス
語
で
公
判
が
で
き
な
い
で
い
る
と
の
皮
肉
を
忘
れ
て
い
な
い
。
別
の
六
名
の
候
補
者
の
名

前
を
知
っ
て
い
た
か
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
で
き
る
判
事
が
い
た
か
の
質
問
に
は
、
モ
ル
デ
ィ
バ
ー
は
全
く
の
秘
密
で
あ
っ
た
と
し
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四

た
。
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
が
オ
ン
タ
リ
オ
州
控
訴
裁
判
所
判
事
二
二
名
の
う
ち
、
五
人
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
公
判
を
行
っ
て
い
る
と
紹
介
し

て
い
る
。
同
じ
く
新
民
主
党
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
選
出
のF

ボ

ワ

バ

ン

ran
cois
B
oivin

が
、
一
九
九
〇
年
以
降
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
の
努
力
を
し
て
い

な
い
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
詰
問
し
た
。
モ
ル
デ
イ
バ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
好
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
な
れ
ば
再

学
習
し
た
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
理
由
は
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
予
測
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
（
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
な
る
野
心
も

希
望
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
）
か
ら
と
ま
で
言
っ
た
。

カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
に
つ
い
て
は
、
司
法
畑
と
い
う
よ
り
行
政
畑
が
長
く
、
判
決
を
書
く
な
ど
の
実
績
は
少
な
い
た
め
、
判
事
と
し
て

の
能
力
は
未
知
数
だ
と
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
行
政
権
と
の
結
び
つ
き
は
強
く
、
現
財
務
大
臣J

フ

ラ

ハ

ー

テ

ィ

im
F
lah
erty

が
オ
ン
タ
リ
オ

州
法
務
長
官
の
時
、
彼
女
は
近
く
で
勤
務
し
て
い
た
。
こ
れ
に
はJ

ハ

リ

ス

ack
H
arris

議
員
が
、
判
事
の
経
験
が
少
な
く
行
政
官
と
し
て
の

そ
れ
が
長
い
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
し
て
い
る
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
批
判
を
ど
う
思
う
か
と
質
問
し
た
。
彼
女
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任

命
さ
れ
た
の
は
名
誉
で
あ
り
、
高
裁
判
事
な
ど
に
は
経
験
が
な
い
者
や
少
な
い
者
も
任
じ
ら
れ
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
と
受
け

流
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ハ
リ
ス
議
員
は
、
貴
女
は
行
政
法
の
専
門
家
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
反
映
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
と
の
返

答
に
、「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
答
え
だ
」
と
、
軽
く
流
し
て
い
る
。

野
党
新
民
主
党
の
委
員
か
ら
は
、
モ
ル
デ
イ
バ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
の
欠
如
や
、
事
前
に
根
回
し
や
打
診
は
あ
っ
た
の
か
、
他
の

六
名
の
リ
ス
ト
に
挙
が
っ
た
者
を
知
っ
て
い
る
か
な
ど
、
厳
し
い
質
問
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
Ｔ
Ｖ
カ
メ
ラ
が
法
廷
に
入
る

こ
と
や
こ
の
聴
聞
手
続
を
ど
う
思
う
か
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
照
会
（referen

ce
）
の
制
度
を
ど
う
思
う
か
、
訴
訟
が
高
す
ぎ
る
現
状
を
ど
う
思

う
か
な
ど
、
政
策
に
関
わ
る
質
問
も
な
さ
れ
た
が
、
判
事
の
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
い
（
政
治
家
の
領
分
）
な
ど
と
上
手
に
か
わ
し
、

特
に
議
論
に
ま
で
発
展
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
論
争
や
討
論
は
し
な
い
よ
う
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
と

よ
り
判
事
任
命
は
覆
る
こ
と
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
政
治
シ
ョ
ー
の
よ
う
な
雰
囲
気
も
な
く
、
ホ
ッ
グ
も
「
礼
儀
正
し
い
、
穏



二
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五

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

健
な
、
市
民
的
な
（civil

）
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。
党
派
性
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
い
委
員
会
で
あ
っ
た
。

二
日
間
の
議
会
諮
問
委
員
会
で
は
資
料
の
読
み
こ
な
し
が
で
き
な
い
な
ど
、
時
間
が
不
十
分
と
の
批
判
な
ど
あ
る
が
）
11
（

、
聴
聞
の
や
り

方
に
非
難
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
番
関
心
と
な
る
代
表
性
は
充
た
し
た
の
か
。
ま
ず
女
性
判
事
の
比
率
は
留
意
さ
れ
た
の
か
。

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
は
現
在
、
長
官
の
マ
ク
ラ
ッ
ク
リ
ン
を
は
じ
め
、
デ
シ
ャ
ン
、
ア
ベ
ラ
、
そ
し
て
着
任
し
た
ば
か
り
の
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス

の
四
人
が
女
性
で
あ
る
）
11
（

。

ハ
ー
パ
ー
政
権
は
女
性
判
事
の
任
命
が
少
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
二
〇
一
〇
年
に
は
三
七
人
の
男
性
判
事
に
対
し
て
一
三
人
で

あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
現
在
、
四
一
人
の
男
性
判
事
に
対
し
て
た
っ
た
八
人
で
あ
る
。
目
下
、
一
一
一
七
人
の
現
職
の
連
邦
の
裁

判
所
判
事
の
う
ち
女
性
は
三
五
六
人
で
、
法
務
省
は
、
二
〇
〇
六
年
以
降
任
じ
ら
れ
た
四
二
〇
人
の
判
事
の
う
ち
、
三
〇
％
は
女
性
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の
女
性
の
数
の
激
増
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
女
性
判
事
の
割
合
か
ら
ま
さ
に
社
会
の
多
様

性
を
反
映
さ
せ
る
判
事
選
任
が
あ
っ
て
よ
か
ろ
う
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
問
題
と
な
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
解
消
に
も
、
任
命
の
諮
問
委
員
会
が
単
に
答
申
の
み
で
よ
い
の
か
も
問
題
と
さ
れ
る
。

現
段
階
で
（
二
〇
一
二
年
九
月
）
の
出
身
地
域
の
構
成
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
人
、
マ
ニ
ト
バ
、
ブ

リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
の
各
州
か
ら
一
名
で
あ
る
。
モ
ル
デ
イ
バ
ー
と
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
両
判
事
の
任
命

で
、
現
政
権
ハ
ー
パ
ー
が
任
命
し
た
最
判
判
事
は
四
人
と
な
り
、「
ハ
ー
パ
ー
の
法
廷
（H

arper ’s�court

）」
と
も
揶
揄
さ
れ
る
）
（11
（

。
Ｓ
Ｃ

Ａ
九
条
二
項
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
定
年
を
七
五
歳
と
し
て
い
る
か
ら
、
現
職
の
う
ち
、
二
〇
一
五
年
（
解
散
の
な
い
限
り
現
政
権
）
ま
で

に
、M

フ

ィ

ッ

シ

ュ

orris
F
ish

（
二
〇
〇
三
年
八
月
五
日
就
任
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
六
日
定
年
）、L

ル

ベ

ル

ouis
L
ebel

（
二
〇
〇
〇
年
一
月
七
日
就
任
、

二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
定
年
）、
ロ
ス
テ
ィ
ン
（
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
就
任
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
五
日
定
年
）
の
三
名
の

後
任
判
事
の
任
命
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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選
任
部
会
（pan

el

）
の
当
初
の
構
成
に
は
批
判
が
あ
る
。
選
任
部
会
は
、
法
務
大
臣
の
諮
問
的
な
組
織
で
、
政
府
の
数
名
の
リ
ス

ト
を
三
名
ほ
ど
に
絞
っ
て
政
府
に
投
げ
返
す
合
議
体
で
あ
る
。
自
由
党
は
議
員
の
政
党
出
自
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
し
て
い
た
。

今
次
の
二
人
の
任
命
選
任
パ
ネ
ル
は
選
別
さ
れ
た
議
員
の
み
で
、
与
党
保
守
党
三
名
と
自
由
党
一
名
と
新
民
主
党
一
名
で
あ
る
。
無
論

こ
の
パ
ネ
ル
が
、
彼
（
女
）
ら
が
こ
こ
ま
で
来
る
の
に
法
曹
界
を
は
じ
め
多
く
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
経
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ

ら
に
専
門
的
見
地
か
ら
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
諮
問
で
あ
っ
て
決
定
権
は
首
相
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
り
た

て
て
非
難
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。
た
だ
、「
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
は
こ
の
議
会
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
多
数
者
の
意
思
か
ら
生
ま
れ
る
べ

き
」
を
前
提
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
）
（1（
（

。
こ
の
両
名
の
任
命
に
は
保
守
色
が
す
ぎ
る
と
も
批
判
さ
れ
る
。
任
命
の
ア
カ
ウ
ン
タ

ビ
リ
テ
ィ
を
尽
く
す
の
が
議
会
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
意
義
で
あ
ろ
う
。
党
派
性
を
払
拭
さ
せ
、
政
党
政
治
の
争
論
に
巻
き
込
ま
れ
な

い
よ
う
に
配
慮
し
て
な
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
部
会
へ
の
諮
問
で
あ
る
。
た
だ
実
績
主
義
と
党
派
的
プ
ロ
セ
ス
の
区
別
は
も
ろ
く
、
議
会

を
通
し
て
も
党
派
性
な
し
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
）
（10
（

。

議
会
の
聴
聞
が
判
事
の
適
格
性
を
判
断
す
る
の
に
そ
れ
は
そ
も
そ
も
適
切
か
の
批
判
は
依
然
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
政

権
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
四
年
以
降
新
た
な
改
革
で
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
で
六
人
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
が
任
じ
ら
れ
、
内
三
人

が
議
会
の
聴
聞
の
洗
礼
を
受
け
て
着
任
し
て
お
り
（
国
政
選
挙
が
な
け
れ
ば
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
）、
さ
ら
に
プ
ロ
セ
ス
が
少
な
か
ら
ず
慣
習
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
維
持
さ
れ
て
い
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。「
一
旦
、
聴
聞
の
プ
ロ
セ
ス
を
発
意
し
た
い
じ
ょ
う
、
こ
れ
か
ら
の
政
権
が
非
公
開
の
選
任
プ
ロ
セ
ス
に
立
ち
戻
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
）
（10
（

」。
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最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

６　

日
本
に
お
け
る
最
高
裁
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
改
革
の
位
相

（
１
）
カ
ナ
ダ
の
示
唆

カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
の
系
譜
を
鳥
瞰
す
る
と
、
そ
の
批
判
の
基
礎
が
二
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一

は
連
邦
主
義
の
欠
陥
で
あ
る
（federalism

�deficit

）。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
は
州
（
地
域
）
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
慣
例
上
の
要
請
で
あ
る
が
、
立
憲
主
義
原
理
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
第
二
が
民
主
的
欠
陥
で
あ
る
（dem

ocratic�

deficit

）。
執
行
権
専
権
へ
の
疑
問
で
あ
り
、
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
へ
の
関
心
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
カ
ナ
ダ
に

固
有
で
あ
る
。
第
二
点
は
議
会
関
与
で
担
保
さ
せ
、
下
院
の
諮
問
委
員
会
の
設
置
と
そ
こ
で
の
任
命
さ
れ
た
判
事
の
聴
聞
が
定
着
し
て

い
る
。
委
員
会
の
構
成
や
聴
聞
で
の
質
問
事
項
に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
党
派
性
の
薄
い
非
論
争
タ
イ
プ
の
穏
健
な
聴
聞
が
今
後
も
（
政

権
が
代
わ
っ
て
も
）
踏
襲
さ
れ
よ
う
。
第
一
点
か
ら
は
州
の
参
加
を
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
確
保
さ
せ
、
少
な
く
と
も
選
任
プ
ロ
セ
ス
に
は

そ
う
す
べ
き
と
も
さ
れ
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
が
カ
ナ
ダ
の
多
様
性
を
反
映
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
請
と
な
る
。
わ
が

国
は
カ
ナ
ダ
の
よ
う
な
地
域
性
は
考
慮
す
る
に
及
ば
な
い
か
ら
、
さ
し
ず
め
第
二
点
の
改
革
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
日
本
の
現
段
階
の
議
論

日
本
国
憲
法
草
案
の
段
階
で
国
民
審
査
制
の
削
除
案
が
貴
族
院
憲
法
改
正
特
別
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
と
き
、
総
司
令
部
（G

H
Q

）

は
そ
う
す
る
な
ら
ば
そ
の
代
案
と
し
て
、
①
国
会
承
認
を
任
命
要
件
と
す
る
②
国
会
で
の
選
挙
③
任
期
を
定
め
る
、
の
い
ず
れ
か
を
入

れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
日
）。
ア
メ
リ
カ
は
ミ
ズ
ー
リ
州
で
な
さ
れ
て
い
る
、
執
行
権
に
よ
る
任
命
と
公
選
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の
要
素
を
と
り
い
れ
た
、
国
民
審
査
制
と
な
り
、
執
行
権
任
命
の
枠
を
維
持
し
な
が
ら
も
議
会
の
関
与
を
も
た
せ
る
制
度
は
考
え
に
上

ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
先
に
み
た
司
法
制
度
改
革
審
議
会
で
の
「
最
高
裁
裁
判
官
の
選
任
過
程
に
つ
い
て
透
明
性
・
客
観
性
を
確
保
す

る
た
め
の
適
切
な
措
置
」
の
議
論
は
、
任
命
諮
問
委
員
会
を
設
け
る
か
ど
う
か
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
方
向
は
執
行
権
専
権
・
密
室

性
へ
の
反
省
と
批
判
で
あ
り
、）

（10
（

カ
ナ
ダ
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
高
裁
判
事
任
命
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
保
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
国
民
審
査
制
が
そ
の
よ
う
に
は
機
能
し
て
い
な
い
の
は
、

大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
（10
（

。
当
然
、
国
民
審
査
制
を
廃
す
る
議
論
が
出
る
が
、
そ
れ
は
憲
法
改
正
を
と
も
な
う
の
で
、
こ
こ
で
は

留
保
し
て
お
き
た
い
。
国
民
審
査
制
を
維
持
し
な
が
ら
（
方
法
に
つ
い
て
審
査
法
改
正
も
含
む
改
革
は
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）、

こ
れ
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
と
と
も
に
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
な
最
高
裁
判
事
任
命
（
過
程
）
が
あ
っ
て
よ
い
。
審
査
に
か
け
ら
れ
て
い

る
任
命
ほ
や
ほ
や
の
最
高
裁
判
事
の
人
と
な
り
か
ら
、
内
閣
が
な
ぜ
当
人
を
任
命
し
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
如
何
、
と
い
っ
た
情
報
ま

で
、
十
分
に
国
民
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
（10
（

。
な
お
、
国
民
審
査
は
事
後
で
あ
り
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
と
は
別
の
次
元
に
属

す
る
。

裁
判
官
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
か
の
関
心
は
高
く
な
り
つ
つ
あ
る
）
（10
（

。
二
〇
〇
三
年
に
下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委
員
会
が
最

高
裁
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
支
部
と
し
て
高
等
裁
判
所
所
在
地
に
、
指
名
候
補
者
の
情
報
を
収
集
し
て
委
員
会
に
報
告
さ
せ
る
地
域
委
員

会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
諮
問
委
員
会
の
委
員
は
一
一
人
で
、
う
ち
五
人
は
法
曹
出
身
で
あ
る
。
選
任
基
準
を
打
ち
立
て
る
な
ど
、
活

発
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。

目
下
、
最
高
裁
判
事
に
は
こ
れ
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
二
二
年
、
現
憲
法
下
で
初
め
て
の
一
五
人
の
最
高
裁
判
事
の

指
名
に
は
特
別
に
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
）
（10
（

。
両
院
議
長
、
裁
判
官
四
人
、
弁
護
士
四
人
、
検
察
官
一
人
、
学
者
四
人

の
一
五
人
で
構
成
さ
れ
、
三
〇
人
の
候
補
者
名
簿
を
作
成
、
内
閣
に
提
出
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
こ
の
一
回
き
り
で
廃
止
さ
れ
、
そ
の
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最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

後
二
度
、
復
活
が
主
張
さ
れ
る
も
、
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
鈴
木
義
男
司
法
大
臣
（
当
時
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
式
は
形
式

的
過
ぎ
て
期
待
さ
れ
た
成
果
を
得
ら
れ
な
い
き
ら
い
が
あ
り
、
指
名
の
責
任
の
所
在
を
不
明
確
た
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
）
（10
（

。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
を
受
け
て
、
法
曹
制
度
検
討
会
で
も
最
高
裁
判
事
任
命
過
程
を
検
討
し
て
い
る
。
一
二
―
一
四
回
法
曹
制
度

検
討
会
で
の
「
最
高
裁
裁
判
官
の
選
任
過
程
に
つ
い
て
透
明
性
・
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
」
で
は
、「
任
命
諮
問
委

員
会
設
置
」
に
つ
い
て
賛
成
、
慎
重
、
反
対
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
（
議
事
整
理
メ
モ
）。
そ
の
中
に
は
憲
法
で
明
確
に
す
べ
き
と

す
る
意
見
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
多
少
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
裁
判
官
の
人
と
な
り
を
国
民
に
説
明
す
べ
き
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

政
府
の
専
権
に
す
べ
き
で
は
な
く
、
立
法
府
と
の
緊
張
関
係
を
持
ち
な
が
ら
決
定
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
、「
例
え
ば
、
行
政
府
が
指

名
し
た
者
に
つ
い
て
、
議
会
が
同
意
す
る
か
ど
う
か
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
が
望
ま
し
い
」（
奥
野
委
員
）
と
の
意
見
が
あ
る
。
司
法

制
度
改
革
審
議
会
で
は
、「
Ｓ
Ｃ
Ｃ
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
構
成
等
は
下
級
裁
判
所
裁
判
官
推
薦
委
員
会
の
制
度

と
同
様
に
す
る
」
と
し
て
い
る
）
（（1
（

。

最
高
裁
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
現
憲
法
の
枠
組
を
維
持
す
る
と
し
た
う
え
で
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
ど
う
確
保
し
て
い
く
か

は
、
改
革
の
視
点
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
民
主
主
義
に
資
す
る
に
は
、
判
事
は
公
民
に
対
し
て
ア

カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
っ
て
、
公
的
信
頼
は
裁
判
所
の
独
立
と
中
立
と
信
頼
か
ら
く
る
。
こ
れ
ら
は
最
高
裁
判
事

選
任
プ
ロ
セ
ス
を
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
ま
さ
に
寄
与
要
因
な
の
だ
」。）

（（（
（

わ
が
国
は
、
現
段
階
で
は
諮
問
委
員
会
を
法
律
家
で
立
ち
上

げ
、
こ
れ
を
職
能
を
判
断
す
る
機
関
と
さ
せ
る
こ
と
で
政
治
性
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
司
法
権
の
独
立
を
担
保
さ
せ
、
さ
ら
に
人
事
の

理
由
を
開
示
し
た
り
、
弁
護
士
や
大
学
教
授
な
ど
民
間
か
ら
の
任
用
も
増
加
さ
せ
た
り
し
て
、
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確

保
す
る
と
の
方
向
で
あ
る
。
国
会
を
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
に
有
意
に
関
与
さ
せ
よ
う
と
の
議
論
は
乏
し
い
。



三
〇
〇

７　

む
す
び
に
か
え
て

現
代
の
立
憲
主
義
に
お
い
て
最
高
裁
に
立
法
を
違
憲
無
効
と
判
断
で
き
る
権
能
が
認
め
ら
れ
る
い
じ
ょ
う
、
最
高
裁
も
立
法
過
程
に

事
実
上
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
に
は
適
正
な
憲
法
判
断
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
担
保
と
し
て
最
高
裁
判
事
の
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
考
え
ら
れ
る
。
司
法
権
の
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
は
、
民
主
主
義
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
か
ら
超
然
と
し
て
、
も
っ
ぱ

ら
憲
法
や
立
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
を
解
釈
し
、
社
会
に
適
用
さ
せ
、
立
憲
主
義
を
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
最
高
裁
判
事
に
つ

い
て
の
み
国
民
審
査
と
い
う
民
主
制
の
契
機
を
置
か
せ
て
い
る
日
本
国
憲
法
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
任
命
か
ら
判
決
ま
で
、
広
く
国
民
の

前
に
さ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
多
様
で
適
正
な
判
断
に
は
こ
う
し
た
判
事
の
民
主
制
の
洗
礼
を
置
く
こ
と
だ
と
の

認
識
が
芽
生
え
て
い
る
。

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
が
画
期
的
に
展
開
し
て
い
る
背
景
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
が
憲
章
判
断
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

る
傾
向
が
あ
る
）
（（0
（

。
わ
が
国
で
低
調
な
の
は
、
立
憲
政
治
に
最
高
裁
の
関
与
が
さ
ほ
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
日
本
の
最

高
裁
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
改
革
議
論
の
深
化
に
、
民
主
制
、
つ
ま
り
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
、
国
会
を
関

与
さ
せ
る
議
論
を
熟
さ
せ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
改
革
が
内
閣
・
官
邸
主
導
で
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
参
議
院

（
特
に
法
務
委
員
会
）
で
の
調
査
研
究
と
議
論
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。

（
１
）　

最
判
大
昭
和
二
七
年
二
月
二
〇
日
、
民
集
六
巻
二
号
一
二
二
頁
。
審
査
法
は
罷
免
を
可
と
す
る
者
に
×
を
つ
け
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
お
り
、

記
載
な
き
は
罷
免
を
否
と
看
做
す
制
度
が
憲
法
一
九
条
な
ど
に
反
す
る
と
訴
え
た
事
件
で
、
七
九
条
二
項
と
三
項
の
字
句
を
合
わ
せ
読
め
ば
、



三
〇
一

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

国
民
が
罷
免
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
趣
旨
の
国
民
審
査
が
解
職
制
度
で
あ
っ
て
、
白
票
は
積
極
的
に
罷
免
を
可
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
か
か
る
解
釈
を
し
て
も
違
憲
で
は
な
い
と
し
た
。

（
２
）　

リ
コ
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
内
閣
の
意
思
を
確
認
す
る
行
為
と
も
み
る
説
も
あ
る
。
憲
法
学
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
高
見
勝
利
「
最
高
裁
判

所
裁
判
官
の
国
民
審
査
制
」
法
学
教
室
二
六
二
号
三
七
頁
、
二
〇
〇
二
年
、
参
照
。

（
３
）　

小
柳
春
一
郎
・
蕪
山
嚴
編
著
『
裁
判
所
構
成
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
参
照
。

（
４
）　

国
民
審
査
制
度
の
成
立
過
程
を
は
じ
め
同
制
度
の
課
題
を
実
証
的
に
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
西
川
伸
一
『
最
高
裁
裁
判
官
国
民
審
査
の
実

証
的
研
究
』（
五
月
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
参
照
。
過
半
数
を
得
て
罷
免
さ
れ
た
判
事
は
お
ら
ず
、
罷
免
す
べ
き
と
し
た
割
合
が
最
高
で
あ
っ

た
の
は
、
一
九
七
二
年
の
下
田
武
三
判
事
の
一
五
．一
七
％
に
と
ど
ま
る
。

（
５
）　

http://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/iken-3.htm

l 

二
〇
一
二
年
四
月
一
八
日
ア
ク
セ
ス
。
国
民
審
査
制
に
つ
い
て
、

そ
の
形
骸
化
を
認
め
た
う
え
で
、
審
査
対
象
の
判
事
の
情
報
を
開
示
す
る
な
ど
、「
制
度
の
実
効
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
検
討
す
べ
き
」
と
し

て
い
る
。

（
６
）　

山
口
進
・
宮
地
ゆ
う
『
最
高
裁
の
暗
闘
』（
朝
日
新
書
、
二
〇
一
一
年
）
二
五
〇
―
五
一
頁
。
市
民
や
メ
デ
ィ
ア
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
同
様
で
、

も
っ
と
問
題
意
識
を
持
つ
べ
き
で
、「
ひ
い
て
は
、
任
命
の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
性
格
を
持
つ
国
民
審
査
を
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
」
と
い
う
。
同
上
。

（
７
）　

滝
井
繁
男
『
最
高
裁
判
所
は
変
わ
っ
た
か　

一
裁
判
官
の
自
己
検
証
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
。

（
８
）　

同
上
書
、
五
四
頁
。
ま
た
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
は
適
確
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
実
化
す
る
動
き
は
見
ら
れ
な
い
と
批
判
す
る
。

同
上
、
五
五
頁
。

（
９
）　

飯
孝
行
「
裁
判
官
選
任
制
度
の
再
定
位
―
日
本
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
継
受
と
変
容
」
早
稲
田
大
学
博
士
（
法
学
）
学
位
申

請
論
文
二
〇
〇
八
年
二
月
。

（
10
）　

仮
に
指
名
諮
問
委
員
会
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
見
が
内
閣
を
拘
束
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
佐
藤

幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
六
〇
一
頁
。

（
11
）　

連
邦
裁
判
所
下
級
審
も
含
め
て
約
一
一
〇
〇
の
任
命
が
あ
り
、
そ
れ
ら
も
す
べ
て
執
行
権
の
任
命
で
あ
る
。
た
だ
三
分
の
二
の
国
民
が
公
選

制
を
望
ん
で
い
る
と
の
調
査
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
制
度
に
ア
メ
リ
カ
型
を
接
木
す
る
任
命
制
度
は
流
動
的
で
あ
る
。F. L

. M
orton, Ju

d
i -

cia
l A

p
p

oin
tm

en
ts in

 P
ost-C

h
a

rter C
a

n
a

d
a

: A
 S

ystem
 in

 Tra
n

sition
, in A

P
P

O
IN

T
IN

G J
U

D
G

E
S IN A

N A
G

E O
F J

U
D

IC
IA

L P
O

W
E

R 56, 

56-57 (K
ate M

alleson &
 P

eter H
. R

ussell, eds. 2006). 

一
九
九
五
年
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
で
州
裁
判
所
と
王
座
裁
判
所
（Q

ueen ’s B
ench

）

の
判
事
の
公
選
制
の
立
法
案
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
一
八
六
七
年
憲
法
九
六
条
等
か
ら
違
憲
の
疑
い
も
強
く
、
流
産
と
な
っ
た
。G

E
R

-



三
〇
二

A
L

D G
A

L
L, T

H
E C

A
N

A
D

IA
N L

E
G

A
L S

YST
E

M
 351 (5th ed. 2004).

（
12
）　

P

ラ

ッ

セ

ル

eter
R

ussell

は
、「
カ
ナ
ダ
は
、
政
府
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
誰
が
こ
の
国
の
最
高
レ
ヴ
ェ
ル
の
裁
判
所
に
座
る
の
か
を
決
め
る
無
制
約
の
裁
量

を
持
っ
て
い
る
、
世
界
で
唯
一
の
立
憲
民
主
主
義
で
あ
る
」、
と
断
言
す
る
。C

anada, R
eport of the Standing C

om
m

ittee on Justice, 

H
um

an R
ights, P

ublic Safety and E
m

ergency P
reparedness, Im

proving the Suprem
e C

ourt of C
anada A

ppointm
ent P

rocess, at 

17, 2004. H
ereinafter cite as ‘Im

proving ’. 

最
高
裁
判
事
の
任
命
は
、
比
較
憲
法
的
に
は
、
①
執
行
権
専
権
（
憲
法
改
革
法
前
の
イ
ギ
リ
ス
）

②
他
の
機
関
の
指
名
に
基
づ
く
執
行
権
に
よ
る
任
命
（
憲
法
改
革
法
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
）
③
執
行
権
に
よ
る
指
名
と
立
法
権
に
よ
る
同
意
（
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
）
④
立
法
府
も
し
く
は
人
民
投
票
（
ド
イ
ツ
）
の
四
パ
タ
ー
ン
に
整
理
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
は
①
に
属
す
る
。Jacob Z

iegel, A
 

N
ew

 E
ra

 in
 th

e S
election

 of S
u

p
rem

e C
ou

rt Ju
d

ges? 44 O
SG

O
O

D
E H

A
L

L L
.J. 547, 549-50 (2006).

（
13
）　

N
adia V

errelli, R
eform

in
g th

e S
C

C
: R

eth
in

kin
g L

egitim
a

cy &
 th

e A
p

p
oin

tm
en

t P
orcess, at 6, Institute of Intergovern-

m
ental R

elations School of P
olicy Studies, Q

ueen ’s U
niversity, SC

 W
orking P

aper 2009-3.

（
14
）　

富
井
幸
雄
「
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
（
一
）（
二
）」
法
学
新
報
一
一
四
巻
一
・
二
号
一
一
九
頁
、
三
・
四
号
七
三
頁
、
平
成
一
九
年
。
Ｓ

Ｃ
Ｃ
の
構
造
や
司
法
権
、
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
、
ま
た
ロ
ス
テ
ィ
ン
の
任
命
ま
で
の
改
革
議
論
は
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
稿
は
こ

れ
を
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
15
）　

Suprem
e C

ourt A
ct, R

.S.C
., 1985, c. S-26.

（
16
）
幡
新
大
実
『
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
制
度
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
八
頁
。
こ
の
区
割
り
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ウ
エ
ー
ル
ズ
で
の
最
高
権

威
の
判
例
集Incorporated C

ouncil of L
aw

 R
eporting for E

ngland and W
ales

のL
aw

 R
eports

が
高
等
法
院
と
控
訴
院
に
分
け
な
い
で
、

Q
ueen ’s B

ench D
ivision

とC
hancery D

ivision
に
分
け
た
こ
と
と
深
く
関
連
す
る
。
同
上
。

（
17
）　

Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
判
決
が
最
終
と
さ
れ
る
も
、
国
王
の
慈
悲
、
つ
ま
り
大
権
に
よ
っ
て
、
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｃ
上
訴
が
で
き
た
。
こ
れ
は
困
難
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
州
裁
判
所
の
上
訴
は
Ｓ
Ｃ
Ｃ
と
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｃ
ど
ち
ら
に
も
上
訴
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
手
続
的
な
ル
ー
ル
は
な
か
っ
た
。R

ob-

ert C
assels, T

h
e S

u
p

rem
e C

ou
rt of C

a
n

a
d

a
, 2 G

R
E

E
N B

A
G 241, 254 (1890).

（
18
）　

Suprem
e C

ourt A
ct, R

.S.C
., 1985, c. S-26.

Ｓ
Ｃ
Ａ
三
条
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
る
最
高
裁
判
所
を
引
き
続
き
最
高
裁
判
所
と
す
る

と
し
て
い
る
。

（
19
）　

最
近
の
例
で
の
例
外
は
、I

ビ

ニ

ー

an
B

innie

判
事
で
、
弁
護
士
か
ら
直
接
選
任
さ
れ
た
。
彼
は
退
任
に
際
し
て
自
身
の
思
い
を
つ
づ
っ
て
い
る
。

Ju
stice Ia

n
 B

in
n

ie’s ex
it in

terview
, G

L
O

B
E &

 M
A

IL, O
ct. 2, 2011.

（
20
）　

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
任
命
は
、
執
行
権
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
責
任
と
権
限
を
持
っ
て
行
う
が
、
判
事
候
補
を
選
任
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
れ
を

任
命
し
て
よ
い
か
の
諮
問
な
い
し
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
（appointm

ent

）
に
、
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
後
に
み
る
議
会
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
後



三
〇
三

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

者
に
か
か
わ
り
、
選
任
プ
ロ
セ
ス
に
大
き
な
変
革
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
21
）　

B
enjam

in A
larie and A

ndrew
 G

reen, P
olicy P

referen
ce C

h
a

n
ge a

n
d

 A
p

p
oin

tm
en

ts to th
e S

u
p

rem
e C

ou
rt of C

a
n

a
d

a
, 47 

O
SG

O
O

D
E H

A
L

L L
.J. 1, 6 (2009).

（
22
）　

「
政
治
的
党
派
性
と
の
結
び
つ
き
は
、
し
ば
し
ば
重
要
で
あ
か
ら
さ
ま
な
要
因
で
あ
っ
た
」
と
し
、
一
九
四
九
年
以
前
に
任
命
さ
れ
た
五
〇
人

の
判
事
の
う
ち
三
分
の
二
は
政
治
家
で
、
ま
た
、A

ア
ボ
ッ
ト

bbot

（
一
九
五
四
年
任
命
）
の
よ
う
に
連
邦
政
府
の
閣
僚
か
ら
選
ば
れ
た
者
も
あ
っ
た
。

P
eter M

cC
orm

ick, S
electin

g th
e S

u
p

rem
es: T

h
e A

p
p

oin
tm

en
t of Ju

d
ges to th

e S
u

p
rem

e C
ou

rt of C
a

n
a

d
a

, 7 J. A
P

P. P
R

A
C. &

 

P
R

O
C

E
SS 1, 13 (2005).

（
23
）　

一
九
七
〇
年
代
は
一
貫
し
た
司
法
制
度
改
革
が
な
さ
れ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
「
カ
ナ
ダ
大
司
法
革
命
（G

reat C
anadian Judicial R

evolu-

tion

）」
と
呼
ん
で
い
る
。Id

. at 14-16.

ト
ル
ー
ド
は
最
も
熟
練
し
た
学
識
の
高
い
判
事
を
任
命
し
た
と
言
わ
れ
る
。

（
24
）　

「
カ
ナ
ダ
は
、
最
高
裁
判
事
の
任
命
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
と
地
域
を
代
表
さ
せ
る
長
い
伝
統
が
あ
る
」。M

orton, su
p

ra
 note 11 at 58.

（
25
）　

こ
う
し
た
慣
例
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
や
言
語
の
出
自
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。L

orne Sossin, Ju
d

icia
l A

p
p

oin
tm

en
t, D

em
ocra

tic A
sp

i -

ra
tion

s, a
n

d
 th

e C
u

ltu
re of A

ccou
n

ta
bility, 58 U

.N
.B

. L
.J. 11, 27 (2008).

か
つ
て
は
、
三
人
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
選
出
の
う
ち
一
人
は
英

語
人
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
さ
れ
、
ケ
ベ
ッ
ク
以
外
で
も
一
人
は
フ
ラ
ン
ス
語
人
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。Id

.
B

ラ

ス

キ

ン

ora
L

askin

が
ユ
ダ
ヤ
系
初
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
じ
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
宗
派
で
も
な
い
初
の
判
事
と
な
っ
た
こ
と
で
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
宗
教
バ
ラ
ン
ス
や
出

自
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
三
宗
派
以
外
の
出
自
の
判
事
は
出
て
い
な
い
。

（
26
）　

V
errelli, su

p
ra

 note 13 at 5.

（
27
）　

P
A

T
R

IC
K J. M

O
N

A
H

A
N, C

O
N

ST
IT

U
T

IO
N

A
L L

A
W

 127 (3rd ed. 2006).

（
28
）　

E
rin C

randall, In
tergovern

m
en

ta
l R

ela
tion

s a
n

d
 th

e S
u

p
rem

e C
ou

rt of C
a

n
a

d
a

: T
h

e C
h

a
n

gin
g R

ole of th
e P

rovin
ces 

in
 Ju

d
icia

l S
election

 R
eform

, at 1, Institute of Intergovernm
ental R

elations School of P
olicy Studies, Q

ueen ’s U
niversity, SC

 

W
orking P

aper 2010-05.

（
29
）　

Id
. at 4.

（
30
）　

P
eter H

. R
ussell, C

on
stitu

tion
, in T

H
E O

X
F

O
R

D H
N

A
D

B
O

O
K O

F C
A

N
A

D
IA

N P
O

L
IT

IC
S 21, 29 (John C

. C
ourtney and D

avid E
. Sm

ith, 

eds. 2010).

（
31
）　

70
年
代
後
半
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
州
を
代
表
す
る
特
別
の
憲
法
裁
判
所
の
設
置
ま
で
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
ア
ル
バ
ー
タ
と
ケ
ベ
ッ
ク
）。

C
laire L

’H
eureux-D

ubé , N
om

in
a

tion
 of S

u
p

rem
e C

ou
rt Ju

d
ges: S

om
e Issu

es for C
a

n
a

d
a

, 20 M
A

N. L
.J. 600, 608-9 (1991).

（
32
）　

Id
.
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（
33
）　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
裁
判
官
は
「
国
王
の
ラ
イ
オ
ン
」（
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
）
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
王
の
意
の
ま
ま
に
動
く
存
在
で
、
一

七
世
紀
ま
で
司
法
の
独
立
は
な
か
っ
た
が
、
一
七
〇
一
年
の
王
位
継
承
法
（A

ct of Settlem
ent

）
で
判
事
の
報
酬
が
決
め
ら
れ
、
議
会
に
よ

っ
て
の
み
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
確
立
す
る
。
こ
れ
が
一
八
三
〇
年
代
ま
で
に
は
北
米
植
民
地
（B

ritish N
orth A

m
erica

）
に
も
移
植
さ
れ
、
一

八
六
七
年
憲
法
（B

ritish N
orth A

m
erica A

ct

）
で
は
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。C

A
N

A
D

IA
N S

U
P

E
R

IO
R C

O
U

R
T

S J
U

D
G

E
S A

SSO
C

IA
T

IO
N E

D
U

C
A

T
IO

N 

P
R

O
JE

C
T, T

R
Y J

U
D

G
IN

G 131 (2004).

な
お
、
一
九
八
二
年
憲
法
で
は
「
独
立
か
つ
公
平
な
裁
判
所
」
は
明
文
化
さ
れ
て
い
る
（
一
一
条
ｄ
号
）。

イ
ギ
リ
ス
の
司
法
制
度
が
カ
ナ
ダ
に
深
く
影
響
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
34
）　

T
he G

overnance of B
ritain: Judicial A

ppointm
ents, O

ct. 2007, C
m

 7210, at 23-24.

（
35
）　

Id
. at 14-15.

（
36
）　

Id
. at 16-20.

（
37
）　

Id
. at 26.

（
38
）　

Id
. at 38-40. 

議
会
が
全
く
関
与
し
な
い
の
で
は
な
く
、
先
に
み
た
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
の
有
す
る
調
査
権
限
も
選
任
プ
ロ
セ

ス
の
公
正
さ
に
寄
与
す
る
。Id

. at 41.

（
39
）　

イ
ギ
リ
ス
の
最
高
裁
判
事
は
、
こ
の
別
表
８
に
基
づ
い
て
大
法
官
が
召
集
し
た
独
立
選
任
パ
ネ
ル
に
よ
る
選
任
プ
ロ
セ
ス
の
後
、
首
相
の
推

薦
に
基
づ
い
て
女
王
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
る
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
は
先
に
み
た
他
の
判
事
の
そ
れ
と
類
似
す
る
。Id

. at 24 n.14. S
ee also, id

. at 

47.

（
40
）　

本
項
は
以
下
に
拠
る
。http://w

w
w

.suprem
ecourt.gov.uk　

な
お
裁
判
所
名
の
邦
語
訳
も
含
め
て
、
幡
新
大
、
前
掲
（
16
）
書
、
に
も
依

拠
し
て
い
る
。

（
41
）　

C
randall, su

p
ra

 note 28 at 2.

（
42
）　

Id
. at 5.

（
43
）　

P
eter M

cC
orm

ick, T
h

e S
eren

d
ip

itou
s S

olu
tion

 to th
e P

roblem
 of S

u
p

rem
e C

ou
rt A

p
p

oin
tm

en
ts, 44 O

SG
O

O
D

E H
A

L
L L

.J. 

539, 542 (2006).

（
44
）　

M
cC

orm
ick, su

p
ra

 note 22 at 31-32.

（
45
）　

Id
. at 6-7. 

政
党
の
動
き
に
関
す
る
本
文
の
記
述
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
46
）　

Sujit C
h

ou
d

ry, T
h

e S
u

p
rem

e C
ou

rt A
p

p
oin

tm
en

t P
rocess: Im

p
roved

 F
ed

era
l -P

rovin
cia

l R
ela

tion
s V

s. D
em

ocra
tic 

R
en

ew
a

l? at 3, in D
em

ocracy and F
ederalism

 Series, I IG
R, School of P

olicy Studies, Q
ueen ’s U

niversity, 2005.

（
47
）　

C
randall, su

p
ra

 note 28 at 11.
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最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

（
48
）　

M
cC

orm
ick, su

p
ra

 note 22 at 29-41.

マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
比
較
憲
法
的
考
察
で
モ
デ
ル
を
整
理
、
分
析
し
て
お
り
、
ア
メ

リ
カ
の
よ
う
な
議
会
の
裁
判
所
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
党
派
的
裁
判
所
（partisan court

）、
さ
ら
に
私
見
と
し
て
独
立
し
た
指
名
プ
ロ
セ
ス
＝

国
民
の
裁
判
所
モ
デ
ル
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
候
補
者
指
名
手
続
に
特
化
し
、
適
格
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
機
関
が
五
名
の
候
補
者
を
指
名

し
、
首
相
は
そ
の
中
か
ら
一
名
を
選
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
執
行
権
の
任
命
権
（
指
名
権
も
含
ま
れ
る
）
を
制
限
す
る
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
49
）　

L
’H

euruex-D
ubé , su

p
ra

 note 31 at 607.

（
50
）　

以
下
の
ペ
ー
パ
ー
に
依
拠
し
て
い
る
。Peter W

. H
ogg, S

p
ecia

l S
eries on

 th
e F

ed
era

l D
im

en
sion

s of R
eform

in
g th

e S
u

p
rem

e 

C
ou

rt of C
a

n
a

d
a

, SC
 W

orking P
aper 2009-05.

（
51
）　

Irw
in C

otler, T
h

e S
u

p
rem

e C
ou

rt A
p

p
oin

tm
en

t P
rocess: C

h
ron

ology, C
on

tex
t a

n
d

 R
eform

, 58 U
.N

.B
. L

.J. 131 (2008).

コ

ト
ラ
ー
は
憲
法
学
の
教
授
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
六
年
ま
で
法
務
長
官
・
法
務
大
臣
を
歴
任
、
そ
の
後
も
下
院
諮
問
委
員
会
の
立
ち

上
げ
や
運
営
に
か
か
わ
り
、
現
在
野
党
に
あ
っ
て
も
、
後
に
み
る
二
〇
一
一
年
の
諮
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
52
）　

Im
proving, at 5.

こ
の
報
告
書
は
コ
ト
ラ
ー
の
考
え
と
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
53
）　

二
〇
〇
四
年
の
議
会
委
員
会
で
はV
ic Toew

s

を
含
む
保
守
党
委
員
は
、
さ
ら
な
る
透
明
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
要
求
し
て
お
り
、

全
州
（
準
州
も
含
む
）
か
ら
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
（
こ
れ
は
秘
密
）、
委
員
会
開
始
前
で
の
リ
ス
ト
の
公
開
、
総
督
の
任
命
権
を
奪
わ
な
い
限
り
で

の
選
任
さ
れ
た
判
事
へ
の
議
会
の
批
准
、
任
命
手
続
を
義
務
化
す
る
よ
う
な
立
法
、
を
求
め
て
い
た
。Im

proving, at 15-16.

（
54
）　

ハ
ー
パ
ー
保
守
党
政
権
の
司
法
改
革
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
議
会
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
構
築
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
連
邦
裁
判
所
判
事
の
任

命
に
関
し
て
、
一
九
八
八
年
創
設
の
司
法
諮
問
委
員
会
（Judicial A

dvisory C
om

m
ittees

）
を
純
粋
な
メ
リ
ッ
ト
原
理
に
置
き
換
え
、
適
格

者
と
被
適
格
者
を
毅
然
と
分
け
さ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。R

ainer K
nopff, T

h
e P

olitics of R
eform

in
g Ju

d
icia

l A
p

p
oin

t-

m
en

ts, 58 U
.N

.B
. L

.J. 44 (2008).

（
55
）　

Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
、
判
事
に
判
決
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
司
法
権
の
独
立
に
反
す
る
と
全
員
一
致
で
判
断
し
て
い
る
。M

ackeigan v. H
ickm

an, 

﹇1989

﹈ 2 S.C
.R

. 796.

そ
こ
で
現
Ｓ
Ｃ
Ｃ
長
官
のM

マ
ク
ラ
ッ
ク
リ
ン

cL
achlin

判
事
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
判
事
が
個
別
の
司
法
的
判
断
の
結
論
に
な
ぜ
ど
の

よ
う
に
達
し
た
の
か
に
関
し
て
、
政
府
の
立
法
あ
る
い
は
執
行
府
ま
た
は
任
命
者
に
解
答
す
る
の
を
拒
む
判
事
の
権
利
は
、
判
事
の
個
人
的
な

独
立
に
必
須
で
あ
る
」。Id

. at 830-31.

（
56
）　

保
守
党
の
こ
う
し
た
任
命
制
度
改
革
に
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
創
造
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
抑
え
る
目
的
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
特
定
の
政
党
や

党
指
導
者
の
い
い
よ
う
に
持
っ
て
い
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
腹
も
あ
ろ
う
。M

cC
orm

ick, su
p

ra
 note 43 at 545.

（
57
）　

M
ichael P

laxton, N
eu

tra
lity T

h
esis a

n
d

 th
e R

oth
stein

 H
ea

rin
g, 58 U

.N
.B

. L
.J. 92  (2008).
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（
58
）　

マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、
政
権
交
代
を
は
さ
む
も
、
個
別
諮
問
委
員
会
は
政
府
と
野
党
の
架
け
橋
と
な
り
、
両
方
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
専
門

的
に
適
格
な
候
補
者
を
選
出
し
た
と
し
、「
ロ
ス
テ
ィ
ン
は
、
政
府
と
野
党
の
健
全
か
つ
プ
ラ
ス
思
考
の
相
互
作
用
（interaction

）
を
通
じ
て

選
ば
れ
た
最
初
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
彼
が
最
後
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
評
価
す
る
。M

cC
orm

ick, su
p

ra
 note 43 at 544-

545.

（
59
）　

困
難
な
法
的
問
題
の
処
理
能
力
、
情
熱
と
客
観
性
、
公
平
中
立
さ
、
礼
節
、
論
理
的
文
章
力
、
協
調
性
の
六
点
を
挙
げ
た
。P

eter H
ogg, 

A
p

p
oin

tin
g of Ju

stice M
a

rsh
a

ll R
oth

stein
 to th

e S
u

p
rem

e C
ou

rt of C
a

n
a

d
a

, 44 O
SG

O
O

D
E H

A
L

L L
.J. 527, 538 (2006).

（
60
）　

Id
. at 531.

（
61
）　

オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
裁
判
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
記
録
し
て
公
開
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。T

he C
ourt of Justice A

ct, R
.S.O

. 1990, c. C
. 

43, s. 136.

も
っ
と
も
、
当
事
者
が
合
意
し
て
い
て
教
育
的
目
的
の
た
め
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
カ
メ
ラ
や

記
録
的
装
置
を
法
廷
に
持
ち
込
む
の
は
許
さ
れ
ず
、
司
法
を
汚
す
と
の
批
判
も
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
が
入
っ
た
例
は
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
で
は
い

く
つ
か
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
に
つ
い
て
、see, G

A
L

L, su
p

ra
 note 11 at 204-209.

（
62
）　

P
laxton, su

p
ra

 note 57 at 104.

（
63
）　

Z
iegel, su

p
ra

 note 12 at 555.
ロ
ス
テ
ィ
ン
の
聴
聞
の
教
育
的
効
果
は
重
要
で
あ
り
、
議
員
の
質
問
の
拙
劣
は
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い

と
し
て
、
と
も
か
く
こ
の
新
規
の
制
度
を
評
価
す
る
。

（
64
）　

「
議
会
の
聴
聞
は
最
高
裁
判
所
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
と
な
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
」。H

ogg, su
p

ra
 note 50 at 4.

（
65
）　

Id
. at 9.

（
66
）　

Id
. at 5-6.

（
67
）　

上
院
で
否
決
さ
れ
た
、
直
近
の
候
補
者
の
例
（
一
九
八
七
年
）
と
し
て
Ｒ
・
ボ
ー
ク
が
い
る
。
レ
ー
ガ
ン
任
命
の
右
翼
と
目
さ
れ
た
が
、
マ

ス
コ
ミ
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
ら
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
報
道
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
か
な
り
ま
い
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。R

O
B

E
R

T H
. B

O
R

K, T
H

E T
E

M
P

T
IN

G O
F A

M
E

R
IC

A: T
H

E P
O

L
IT

IC
A

L S
E

D
U

C
T

IO
N O

F T
H

E L
A

W
 308 (1990).

（
68
）　

連
邦
裁
判
所
及
び
憲
法
が
定
め
る
上
級
裁
判
所
の
判
事
の
任
命
は
、
内
閣
の
助
言
に
基
づ
い
て
総
督
が
任
命
す
る
。
連
邦
裁
判
所
判
事
に
つ

い
て
は
、
推
薦
は
諮
問
委
員
会
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
経
て
法
務
大
臣
に
な
さ
れ
る
。
裁
判
官
法
（Judges A

ct, R
.S., 1985, c. J-1

）
は
、
一

六
の
連
邦
諮
問
委
員
会
（F

ederal A
dvisory C

om
m

ittees

）
を
経
て
な
さ
れ
る
判
事
任
命
の
事
務
を
法
務
大
臣
に
代
わ
っ
て
な
す
連
邦
司
法

事
務
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（C

om
m

issioner for F
ederal Judicial A

ffairs

）
を
創
設
し
、
そ
こ
に
申
請
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
上
級

裁
判
所
も
同
じ
で
あ
る
。
諮
問
委
員
会
は
州
（
準
州
）
法
曹
協
会
か
ら
の
推
薦
人
、
カ
ナ
ダ
法
曹
協
会
の
当
該
州
（
準
州
）
支
部
推
薦
人
、
当

該
州
の
首
席
も
し
く
は
上
級
裁
判
所
判
事
の
推
薦
人
、
当
該
州
の
法
務
長
官
あ
る
い
は
準
州
法
務
大
臣
の
推
薦
人
、
法
執
行
機
関
か
ら
の
推
薦



三
〇
七

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

人
、
ほ
か
一
般
人
を
代
表
す
る
連
邦
法
務
大
臣
推
薦
人
三
名
の
計
八
名
か
ら
な
る
。
州
裁
判
所
（provincial courts

）
の
判
事
は
州
総
督
に
よ

っ
て
任
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
手
続
は
一
三
の
州
（
準
州
）
に
よ
っ
て
異
な
る
。

（
69
）　

M
IT

H
C

E
L A

. S
O

L
L

E
N

B
E

R
G

E
R, J

U
D

IC
IA

L A
P

P
O

IN
T

M
E

N
T A

N
D D

E
M

O
C

R
A

T
IC C

O
N

T
R

O
L

S 6 (2011).  

共
和
主
義
で
は
政
府
の
権
力
と
組
織
の
源
泉

は
人
民
に
あ
り
、
共
和
政
府
は
市
民
と
政
府
と
の
間
の
リ
ン
ク
を
提
供
す
る
。
さ
ら
に
権
力
が
一
局
集
中
す
る
こ
と
を
防
ぐ
原
理
が
内
包
さ
れ

る
。

（
70
）　

上
院
の
同
意
を
「
強
力
な
作
用
」
と
し
、「
大
統
領
の
え
こ
ひ
い
き
に
対
す
る
特
別
す
ぐ
れ
た
抑
制
力
で
あ
り
、
州
の
偏
見
、
血
縁
関
係
、
個

人
的
関
係
、
な
い
し
は
人
気
を
博
そ
う
と
す
る
見
解
か
ら
す
る
、
不
適
当
な
人
物
の
任
命
を
阻
止
す
る
う
え
で
大
き
く
作
用
す
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
行
政
の
安
定
上
の
有
効
な
条
件
と
も
な
る
だ
ろ
う
」。
Ａ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
Ｊ
・
ジ
ェ
イ
、
Ｊ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
／
齋
藤
眞
・
武
則
忠
見
訳

『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』（
福
村
出
版
、
一
九
九
一
年
）
三
七
〇
頁
（
第
七
六
篇
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
）。

（
71
）　

A
m

an L
. M

cL
eod, C

h
oosin

g th
e D

ecid
ers: T

h
e S

u
p

rem
e C

ou
rt N

om
in

a
tion

 a
n

d
 C

on
fi

rm
a

tion
 P

rocess in
 th

e U
n

ited
 

S
ta

tes, SC
 W

orking P
aper 2010-01.

（
72
）　

Id
. at 5. 

政
治
的
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
大
き
く
変
更
さ
せ
よ
う
と
主
張
す
る
者
は

い
な
い
と
い
う
。Id

. at 6.

（
73
）　

ア
メ
リ
カ
最
高
裁
は
憲
法
で
規
定
さ
れ
、
立
法
で
構
成
な
ど
い
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
世
論
で
も
確
固
と
し
て
い
る
、
州
法
は
扱
わ
な
い
、

仕
事
量
が
膨
大
で
あ
る
、
判
事
は
他
の
判
事
と
同
じ
手
続
で
任
命
さ
れ
る
、
政
治
的
党
派
性
が
深
く
司
法
権
に
貫
徹
し
て
い
る
、
点
が
Ｓ
Ｃ
Ｃ

と
異
な
る
。M

cC
orm

ick, su
p

ra
 note 22 at 3-6.

（
74
）　

Id
. at 33.

（
75
）　

同
時
に
「
カ
ナ
ダ
最
高
裁
任
命
プ
ロ
セ
ス
（Suprem

e C
ourt of C

anada A
ppointm

ent P
rocess

）」
な
る
冊
子
を
出
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｂ
Ａ

の
主
張
は
以
下
こ
れ
に
よ
る
。

（
76
）　

B
ritish C

olum
bia C

ivil L
iberties A

ssociation, Judicial A
ppointm

ents to the Suprem
e C

ourt of C
anada, June 2004, http://w

w
w

.

bccla.org/positions/dueprocess/04judicial%
20appointm

ents/ (last visited Jan. 25, 2012).

（
77
）　

K
ate M

alleson, P
a

rlia
m

en
ta

ry S
cru

tin
y of S

u
p

rem
e C

ou
rt N

om
in

ees: A
 V

iew
 from

 th
e U

n
ited

 K
in

gd
om

, 44 O
SG

O
O

D
E 

H
A

L
L L

.J. 557 (2006).

（
78
）　

Id
. at 560-1.

（
79
）　

K
ent R

oach, S
u

p
rem

e C
ou

rt of C
a

n
a

d
a

 A
p

p
oin

tm
en

ts a
n

d
 Ju

d
icia

l In
d

ep
en

d
en

ce, 48 C
R

IM
. L

.Q
. 397 (2004). 

判
事
は
自

ら
の
判
決
を
議
会
の
面
前
で
正
当
化
す
る
た
め
に
説
明
す
る
義
務
は
な
い
。Id

. at 399.
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（
80
）　

M
orton, su

p
ra

 note 11 at 70-74.

（
81
）　

Id
. at 75.

（
82
）　

M
cC

orm
ick, su

p
ra

 note 43 at 543.
（
83
）　

M
cC

orm
ick, su

p
ra

 note 22 at 17-28.

（
84
）　

Id
. at 23.

だ
か
ら
と
い
っ
て
憲
法
や
法
律
で
こ
う
し
た
こ
と
を
規
定
す
る
の
も
賢
明
で
な
く
、
政
治
の
中
で
決
定
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
。

（
85
）　

M
orton, su

p
ra

 note 11 at 58-9. 

女
性
を
代
表
さ
せ
る
の
も
慣
習
（convention

）
に
な
っ
て
お
り
、
＂少
な
く
と
も
三
人
は
女
性＂
は
規

範
化
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。Id

.

（
86
）　

Jam
es C

. H
opkins and A

lbert C
. P

eeling, A
boriginal Judicial A

ppointm
ents to the Suprem

e C
ourt of C

anada, A
pril 6, 2004.

（
87
）　

R
ichard D

evin, A
. W

ayne M
acK

ay and N
atasha K

im
, R

ed
u

cin
g th

e D
em

ocra
tic D

efi
cit: R

ep
resen

ta
tion

, D
iversity a

n
d

 th
e 

C
a

n
a

d
ia

n
 Ju

d
icia

ry, or Tow
a

rd
s a

 “Trip
le “P

” Ju
d

icia
ry, 38 A

LT
A. L

. R
E

V. 734 (2000).

ミ
ル
の
「
民
主
主
義
の
第
一
原
理
は
数

に
比
例
し
た
代
表
で
あ
る
」
と
の
言
を
引
い
て
、
司
法
は
カ
ナ
ダ
社
会
を
形
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
、
よ
り
見
合
っ
た
代
表
を

包
含
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。Id

. at 736. 

「
判
決
す
る
こ
と
は
権
力
の
行
使
で
あ
り
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
時
市
民
が
「
そ
こ
に
い
る

（be there

）」
真
の
機
会
を
も
つ
こ
と
は
、
民
主
主
義
で
は
重
要
で
あ
る
（
…
）。
法
は
、
多
様
な
考
え
方
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
代
表
す
る
対
立

す
る
社
会
的
価
値
が
言
明
さ
れ
実
行
さ
れ
る
社
会
的
闘
争
の
領
域
（terrain

）
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
独
占
的

な
司
法
権
を
権
力
共
有
の
（pow

er-sharing
）
司
法
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
司
法
が
司
法
職
の
ま
れ
な
社
会
的
善
を
よ
り
衡

平
に
配
分
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」。Id

.

（
88
）　

Sossin, su
p

ra
 note 25 at 14.

こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
をS
ソ

ッ

シ

ン

ossin

は
、R

and P
aradox

と
い
う
。Id

. at 43. I

ラ

ン

ド

van
R

and

は
一
九
四
三
年
に
Ｓ

Ｃ
Ｃ
判
事
に
任
じ
ら
れ
、
執
行
権
の
全
権
的
任
命
権
と
法
の
支
配
の
関
係
に
腐
心
し
た
。

（
89
）　

Id
. at 41-42.

（
90
）　

Id
. at 39-41.

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
単
な
る
目
的
で
は
な
く
、
メ
リ
ッ
ト
と
独
立
の
別
の
目
的
の
基
盤
で
も
あ
り
、
メ
リ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス

を
確
証
さ
せ
る
唯
一
の
手
法
が
判
事
任
命
に
適
用
さ
れ
る
基
準
の
透
明
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
手
法
が
と
ら
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
も

重
要
だ
と
す
る
。Id

. at 40.

（
91
）　

B
enjam

in A
larie and A

ndrew
 G

reen, S
h

ou
ld

 T
h

ey Ju
st G

et A
lon

g? Ju
d

icia
l Id

eology, C
ollegia

lity, a
n

d
 A

p
p

oin
tm

en
ts to 

th
e S

u
p

rem
e C

ou
rt of C

a
n

a
d

a
, 58 U

.N
.B

. L
.J. 73 (2008).

ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
事
は
、
共
和
党
任
命
か
民
主
党
任
命
か
で
は
っ
き
り
し

た
傾
向
が
あ
る
と
す
る
。Id

. at 86.

こ
の
論
文
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
議
論
に
は
任
命
プ
ロ
セ
ス
と
選
任
さ
れ
た
判
事
の
性
格
の



三
〇
九

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

結
節
、
お
よ
び
彼
（
女
）
ら
の
性
格
と
判
決
投
票
行
動
の
結
節
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。Id

. at 91.

（
92
）　

Id
. at 90-91. 

私
見
で
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
に
比
べ
政
治
的
関
心
も
国
民
的
関
心
も
薄
い
こ
と
に
あ
り
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
は
そ
も
そ
も
政

治
化
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
特
に
カ
ナ
ダ
憲
章
制
定
（
一
九
八
二
年
）
後
（post-C

harter era

）、
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
Ｓ
Ｃ
Ｃ

は
政
治
機
関
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
こ
に
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
任
命
の
改
革
が
叫
ば
れ
る
背
景
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
93
）　

http://w
w

w
.cpac.ca/eng (last visited M

ay 13, 2012). 

議
事
録
は
、Suprem

e C
ourt of C

anada N
om

inees A
ppear B

efore A
d H

oc 

C
om

m
ittee of P

arliam
entarians, W

ednesday, O
ctober 19, 2011,  http://w

w
w

.justice.gc.ca/eng/new
s-nouv/ja-ni/2011/doc_32665.

htm
l (last visited M

ay 16, 2012).

（
94
）　

モ
ル
デ
イ
バ
ー
と
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
の
略
歴
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁H

P

に
よ
る
。http://w

w
w

.scc-csc.gc.ca/court-cour (last visited July 

18, 2012).

な
おH

P
に
は
両
人
の
人
種
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
報
道
に
よ
る
。

（
95
）
最
初
の
ユ
ダ
ヤ
系
Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
はB

ラ

ス

キ

ン

ora
L

askin

で
あ
る
が
、
そ
の
後
、A

ア

ベ

ラ

bella

とF フ
ィ
ッ
シ
ュ

ish

、
そ
し
て
ロ
ス
テ
ィ
ン
も
そ
う
で
、
彼
の
任
命
時
は

Ｓ
Ｃ
Ｃ
判
事
の
三
分
の
一
は
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。Sossin, su

p
ra

 note 25 at 27. 

人
種
や
宗
教
も
代
表
性
の
次
元
に
入
る
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。

（
96
）　

こ
の
時
、
興
味
深
い
質
疑
応
答
を
し
て
い
る
。
こ
の
新
た
な
聴
聞
の
制
度
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
意
義
が
あ
る
が
、
司
法
の
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
ど
う
考
え
る
か
と
の
質
問
に
、
カ
ラ
カ
ツ
ァ
ニ
ス
は
公
開
性
と
口
頭
弁
論
主
義
や
当
事
者
主
義
を
あ
げ
、
モ
ル
デ
イ
バ

ー
は
国
民
に
理
解
さ
れ
る
判
断
、
合
理
的
な
理
由
の
開
示
を
あ
げ
て
い
る
。

（
97
）　

E
ven

 good
 S

u
p

rem
e C

ou
rt n

om
in

ees n
eed

 p
u

blic scru
tin

y, G
L

O
B

E &
 M

A
IL, O

ct. 17, 2011.  

聴
聞
は
首
相
が
自
ら
の
選
任
を
ひ

け
ら
か
す
機
会
以
上
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。S

u
p

rem
e C

ou
rt n

om
in

ee review
 n

eed
s m

ore tim
e, G

L
O

B
E

 & M
A

IL, O
ct. 20, 

2011.

（
98
）　

わ
が
国
は
、
一
九
九
四
年
に
元
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
の
高
橋
久
子
が
初
の
女
性
最
高
裁
判
事
と
な
り
、
そ
の
後
、
社
会
保
険
庁
長
官
の
横

尾
和
子
、
そ
し
て
現
職
の
桜
井
龍
子
（
元
労
働
省
女
性
局
長
）
と
岡
部
喜
代
子
（
元
慶
応
大
学
教
授
）
の
四
人
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ

も
女
性
の
最
高
裁
判
事
は
四
人
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
に
サ
ン
ド
ラ
・
オ
コ
ナ
ー
が
初
の
女
性
判
事
に
任
じ
ら
れ
（
二
〇
〇
六
年
に
退
官
）、
ル

ー
ス
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ソ
ニ
ア
・
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
、
エ
レ
ー
ナ
・
ケ
ー
ガ
ン
（
い
ず
れ
も
現
職
）
が
続
く
。

（
99
）　

A
p

p
oin

tm
en

ts of fem
a

le ju
d

ges slu
m

p
 u

n
d

er H
a

rp
er’s Tories, G

L
O

B
E

 & M
A

IL, N
ov. 11, 2011.

（
100
）　

E
ven

 good
 S

u
p

rem
e C

ou
rt n

om
in

ees n
eed

 p
u

blic scru
tin

y, G
L

O
B

E
 & M

A
IL, O

ct. 17, 2011.

（
101
）　

L
orne Sossin, P

ickin
g C

a
n

a
d

a
’s ju

d
ges in

ju
d

iciou
sly, G

L
O

B
E

 & M
A

IL, O
ct. 17, 2011.

（
102
）　

Id
. 
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（
103
）　

M
O

N
A

H
A

N, su
p

ra
 note 27 at 129.

（
104
）　

次
の
よ
う
に
明
確
に
認
識
し
て
い
る
。
司
法
制
度
改
革
案
議
会
第
四
八
回
会
議
資
料
（
平
成
一
三
年
二
月
一
九
日
）、
四
六
頁
。「
最
高
裁
判

所
裁
判
官
の
選
任
過
程
は
、
国
民
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
極
め
て
不
透
明
な
状
況
に
あ
る
。
選
任
手
続
は
、
裁
判
所
法
第
四
一
条
に

定
め
る
要
件
の
ほ
か
法
令
上
の
規
制
は
な
く
、
完
全
秘
密
裡
に
行
わ
れ
て
い
る
。
指
名
・
任
命
基
準
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
指
名
・
任
命
が

決
定
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
も
何
ら
の
準
則
も
な
く
第
三
者
の
関
与
も
な
い
」。
創
設
時
、
出
身
別
で
は
裁
判
官
五
、
弁
護
士
五
、
学
識
経
験
者

（
検
察
官
１
名
を
含
む
）
五
で
あ
っ
た
が
、
弁
護
士
や
学
識
経
験
者
の
割
合
が
減
り
、
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
で
の
実
務
経
験
者
で
裁
判
官
や
検
察

官
出
身
の
割
合
が
多
く
な
っ
た
。
指
名
も
閣
議
決
定
の
少
し
前
の
裁
判
官
会
議
の
席
上
で
長
官
か
ら
指
名
が
伝
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
長
官
が

実
質
的
決
定
権
者
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
105
）　

司
法
制
度
審
議
会
は
、
抜
本
的
な
改
革
を
求
め
る
と
し
た
う
え
で
、
情
報
公
開
と
、
現
行
の
よ
う
に
何
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
者
は
罷
免
を

可
と
し
な
い
と
す
る
方
式
を
改
め
、
適
任
者
に
は
○
、
罷
免
可
と
す
る
者
に
は
Ｘ
を
記
載
す
る
方
式
へ
改
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
同
上
、

四
七
頁
。

（
106
）　

「
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
過
程
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
、
最
高
裁
裁
判
官
に
つ
い
て
の
国
民
の
「
知
る
権
利
」
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」。

西
川
、
前
掲
（
４
）
書
、
一
八
四
頁
。

（
107
）　

二
〇
〇
七
年
の
一
五
〇
〇
人
を
対
象
と
し
た
あ
る
調
査
で
は
、
八
割
が
選
任
の
プ
ロ
セ
ス
や
基
準
を
一
般
市
民
は
知
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る

と
い
う
。
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト
／
溜
箭
将
之
訳
『
名
も
な
い
顔
も
な
い
司
法 

日
本
の
裁
判
は
変
わ
る
か
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）

二
一
二
頁
。

（
108
）　

制
定
当
初
の
裁
判
所
法
四
九
条
四
項
は
、「
内
閣
は
最
高
裁
長
官
の
指
名
又
は
最
高
裁
判
事
の
任
命
を
行
う
に
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会

に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
規
程
が
政
令
と
し
て
定
め
ら
れ
、
衆
参
両

院
議
長
、
全
国
の
裁
判
官
か
ら
の
互
選
さ
れ
た
者
四
名
、
検
察
官
等
か
ら
互
選
さ
れ
た
者
四
名
、
全
国
の
弁
護
士
か
ら
互
選
さ
れ
た
者
四
名
な

ど
計
一
五
人
で
構
成
さ
れ
、
各
委
員
は
最
高
裁
判
事
と
し
て
適
任
と
認
め
る
者
一
五
〜
三
〇
人
の
リ
ス
ト
を
委
員
会
に
提
出
し
、
委
員
会
は
そ

の
中
か
ら
適
任
と
思
わ
れ
る
者
三
〇
人
を
名
簿
リ
ス
ト
に
し
て
答
申
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

（
109
）　

フ
ッ
ト
、
前
掲
（
107
）
書
、
九
二
―
九
三
頁
。
こ
う
し
た
委
員
会
を
設
け
る
か
ど
う
か
は
内
閣
の
裁
量
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
最
高
裁
判
事

の
指
名
や
任
命
に
は
内
閣
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

（
110
）　

司
法
制
度
改
革
案
議
会
、
前
掲
（
104
）、
四
八
頁
。
日
弁
連
の
弁
護
士
か
ら
の
最
高
裁
判
事
推
薦
基
準
を
紹
介
し
て
い
る
。
同
上
、
四
九
頁
。

（
ア
）
憲
法
の
理
念
に
徹
し
、
広
く
国
民
的
視
野
に
立
ち
、
高
潔
な
人
格
を
備
え
た
人
（
イ
）
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
及
び
弁
護
士
会
で
の
活
動

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
市
民
的
感
覚
と
基
本
的
人
権
の
擁
護
へ
の
熱
意
が
具
体
的
に
感
得
さ
れ
る
人
（
ウ
）
他
の
分
野
出
身
の
裁
判
官
に
伍
し
て



三
一
一

最
高
裁
判
所
判
事
任
命
過
程
に
お
け
る
議
会
の
関
与�

（
都
法
五
十
三-

二
）

粘
り
強
く
説
得
的
議
論
が
で
き
る
学
識
、
識
見
と
、
少
数
意
見
も
含
め
て
そ
れ
を
表
現
で
き
る
積
極
性
が
み
ら
れ
る
人
。

（
111
）　

Sossin, su
p

ra
 note 101.

カ
ナ
ダ
は
ま
だ
こ
れ
に
達
し
て
い
な
い
と
結
ん
で
い
る
。

（
112
）　

S
ee, e.g., G

A
L

L, su
p

ra
 note 11 at 347-8.

カ
ナ
ダ
の
政
治
学
の
教
科
書
に
か
つ
て
は
裁
判
所
の
章
が
な
か
っ
た
が
、
今
日
こ
う
し
た
遺
漏

は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
今
や
皆
、
裁
判
所
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
な
の
だ
」。M

cC
orm

ick, su
p

ra
 note 43 at 539.

［
追
記
］　

本
稿
の
一
部
は
平
成
二
四
年
九
月
一
三
日
の
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
（
於

：

関
西
大
学
）
で
の
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。


